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１．定期検査の概要 
女川原子力発電所第２号機第１０回定期検査は、平成２１年３月２６日から平成２１年 

１０月２２日の間（並列は平成２１年９月２７日、解列から並列まで１８６日間）に実施し

ました。 

 

 

２．定期検査実績工程 
（１）定期検査の期間 

女川原子力発電所第２号機第１０回定期検査実績工程は、次表のとおりです。 

（詳細は別表－１参照[Ｐ５～７]） 

 計    画 実    績 差 

解  列  日 平成２１年 ３月２６日 平成２１年 ３月２６日 ０日

並  列  日 平成２１年 ９月１３日 平成２１年 ９月２７日 １４日

定期検査終了日 平成２１年１０月 ９日 平成２１年１０月２２日 １３日

並列までの期間 １７２日間 １８６日間 １４日

定期検査終了までの期間 １９８日間 ２１１日間 １３日

なお、燃料設備については平成２１年 ３月２４日から実施 

 

（２）計画との相違 

ａ. 耐震裕度向上工事の進捗状況を踏まえ、詳細工程を検討した結果、更に工期延長が

必要となったことから、定期検査期間の延長。 

ｂ.今定期点検中に行った組合せ中間弁の補修作業に伴い，復旧後の工程を詳細に調整した

結果，起動日の変更が必要になったことから，定期検査期間の延長。 

ｃ.起動工程におけるタービン駆動原子炉給水ポンプの起動時に制御装置の故障警報が発生

し，起動に万全を期すため原因調査および復旧を行った結果，並列日を変更。 

 

以上のことから、上記の実績となりました。 

 

 

３．定期検査の実績 
（１）定期検査の対象範囲 

今回の定期検査の対象範囲は以下のとおりです。 

ａ．原子炉本体 

ｂ．原子炉冷却系統設備 

ｃ．計測制御系統設備 

ｄ．燃料設備 
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ｅ．放射線管理設備 

ｆ．廃棄設備 

ｇ．原子炉格納施設 

ｈ．非常用予備発電装置 

ｉ．蒸気タービン設備 

ｊ．電気設備 

ｋ．その他 

・総合負荷性能検査 

 

（２）定期検査の実施状況 

ａ．定期検査の概要 

定期検査において、異常は認められませんでした。詳細な検査結果を別表－２[Ｐ８

～Ｐ２２]に示します。表で使われている記号の意味は以下のとおりです。 

（検査区分の記号説明） 

定：法令に基づき国または独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する定期検査。 

事：法令に基づき当社が実施する定期事業者検査。 

安：法令に基づき独立行政法人原子力安全基盤機構が実施する定期安全管理審査※。 
※定期事業者検査に関する事業者の組織、体制、検査方法などについて行う審

査であり、今回 1 ３件の定期事業者検査について実施しました。 

 

ｂ．その他 

下記の事項については、ひびや傷等が認められましたが、点検・保修の結果、各機

器の健全性には問題ないことを確認しております。 

 

【主要機器点検情報参照】 

No.1  制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内の弁から下流側へのしみ出しについて

（対応結果） 

No.2 原子炉補機冷却海水ポンプ起動用電気回路の補修箇所の発見について（対応

結果） 

No.3 原子炉補機冷却系弁から下流側配管へのしみ出しについて（対応結果） 

No.4 換気空調補機非常用冷却水系冷凍機（Ａ）潤滑油ポンプの軸の磨耗について

（対応結果） 

No.5 原子炉再循環ポンプ（Ａ）電動機空気冷却器水室内面の錆による塗装の剥離

等について 

No.6 原子炉補機冷却水ポンプ（Ｄ）羽根車の指示模様について 

No.7 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ａ）流量調節弁の動作不良について（対応

結果） 
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No.8 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内弁の傷等について（対応結果） 

No.9 原子炉冷却材浄化系弁シート面の指示模様について 

No.10  低圧タービン（Ａ）内部車室遮熱板止め金具の浸食等について（対応結果） 

No.11  低圧タービン（Ａ）車室部におけるひび等について（対応結果） 

No.12  非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ピストンピンの指示模様について（対応結

果） 

No.13  原子炉再循環系弁の弁棒の傷について 

No.14  制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットからの水の漏えいについて 

No.15  原子炉隔離時冷却系弁の弁棒の指示模様について（対応結果） 

No.16  低圧タービン（Ａ）車室部におけるひびについて（対応結果） 

No.17  原子炉隔離時冷却系注入ライン試験可能逆止弁の動作不良について 

No.18  非常用ディーゼル発電機（Ａ）ピストンピンの指示模様について（対応結

果） 

No.19  残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁の弁棒の指示模様について（対応結果） 

 

 

４．主要工事等の実施概要 
（１）燃料の取替え 

５６０体ある燃料集合体のうち、１１２体を新燃料へ取替えました。 

 

（２）制御棒駆動機構の点検 

１３７体ある制御棒駆動機構のうち、２２体を取外し、そのうち１６体について分解

点検を実施しその健全性を確認しました。また、残りの６体については、予備品との取

替えを実施しました。 

 

（３）出力領域モニタの取替え 

３１本ある出力領域モニタのうち９本について取替えを実施しました。 

 

（４）復水器細管の点検 

約２６，６００本ある復水器細管のうち約１，８００本（Ａ系、Ｂ系：各９００本）

について点検を行い、健全性を確認しました。 

なお、予防保全の観点から減肉等が確認された細管２本（Ａ系、Ｂ系：各１本）につ

いて施栓を行いました。 

 

（５）配管減肉に係る点検 
原子炉系およびタービン系の配管約３，２００箇所について肉厚測定検査を実施した結

果、大きな減肉はなく安全性が確保されていることを確認しました。 
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（６）水没弁点検 

原子炉圧力容器や圧力抑制室に接続されている配管に設置されている弁について、原子炉圧

力容器の水を抜き、分解点検を実施しました。なお、傷等が確認された弁については、部品の

取替え、点検・手入れを実施し、機能上問題が無いことを確認しました。 

 

（７）原子炉再循環系配管の点検 

原子炉再循環系配管の溶接継手部について、超音波探傷検査を実施し、問題がないこと

を確認しました。 

 

（８）制御棒監視装置更新工事 

原子炉手動制御装置、制御棒位置指示装置および全制御棒駆動時間測定装置について、性能

機能維持を図るため、取替えを実施しました。 

 

（９）耐震裕度向上工事 

更なる耐震安全性の向上を図るため、自主的に設備の耐震裕度向上工事を実施しました。 

その結果、約９００箇所（機械関係：約３３０箇所、電気関係：約４７０箇所、計装関係：

約１００箇所）について、安全上重要な配管・電路類等の支持構造物（サポート）の取り付け

を完了しました。 

 

 

５．その他公表した情報（プレス参照） 
No.1 女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査について 

No.2 女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査開始について 

No.3 「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う女川原子力発電所

２、３号機の耐震安全性評価の中間報告等について 

No.4 女川原子力発電所２、３号機の耐震安全性評価結果の報告延期について 

No.5 女川原子力発電所２号機の原子炉起動について 

No.6 女川原子力発電所２号機の発電再開について 

No.7 女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査終了について 

 

 

以  上 

 



女川原子力発電所２号機　第１０回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２１年３月 平成２１年４月 平成２１年５月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

定期検査開始

▼

原子炉開放 Ｎ２ノズル洗浄 Ｎ１５プラグ取付 制御棒監視装置更新工事

燃料移動 出力領域モニタ 原子炉仮復旧

および制御棒取替

Ｎ２ノズル洗浄 Ｎ１５プラグ取付

6

出力領域モニタ 原子炉仮復旧

および制御棒取替

燃料設備点検 燃料移動

クラス１機器およびクラス２機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

制御棒監視装置更新工事

耐震裕度向上工事

793

56

2

6

非 常 用 予 備 発 電 装 置

5

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

原子炉開放

－
 
5
 
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

そ の 他

別
表
－
１



女川原子力発電所２号機　第１０回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２１年６月 平成２１年７月 平成２１年８月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

原子炉格納

制御棒監視装置更新工事 燃料装荷 原子炉復旧 容器復旧

8

耐震裕度向上工事 炉心確認 原子炉圧力容器

漏えい検査　

原子炉格納

原子炉再開放 原子炉復旧 容器復旧

原子炉圧力容器

漏えい検査　

燃料装荷

炉心確認

クラス１機器およびクラス２機器供用期間中検査

主蒸気隔離弁分解検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

制御棒監視装置更新工事

耐震裕度向上工事

234

6

5

5

－
 
6
 
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備

79

そ の 他

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備



女川原子力発電所２号機　第１０回定期検査　主要点検工程表

年　月 平成２１年９月 平成２１年１０月

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

延    日 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211

総合負荷性能検査

▼

原子炉格納容器復旧 起動前試験 起動

　原子炉格納容器 系統構成 調整運転

　漏えい率検査

原子炉格納容器復旧

　原子炉格納容器

　漏えい率検査

クラス１機器およびクラス２機器供用期間中検査

主蒸気逃がし安全弁分解検査

主要計測機器及び一般計測機器点検

エリア・プロセスモニタリング設備点検

液体廃棄物処理系及び気体廃棄物処理系機器点検

非常用予備発電装置点検

蒸気タービン点検・復水器点検・主要弁点検

発電機点検・変圧器点検・しゃ断器点検

耐震裕度向上工事

25

4

そ の 他

非 常 用 予 備 発 電 装 置

蒸 気 タ ー ビ ン 設 備

原 子 炉 冷 却 系 統 設 備

8

2

8

6

－
 
7
 
－

主 要 工 程

燃 料 設 備

廃 棄 設 備

放 射 線 管 理 設 備

供 用 期 間 中 検 査

原 子 炉 本 体

原 子 炉 格 納 施 設

計 測 制 御 系 統 設 備

電 気 設 備



(1/15)

設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉本体 燃料集合体外観検査 定 1.外観検査 ・ 再装荷する燃料集合体に損傷・変形等がなく、燃料棒間げきおよび燃料棒－ウォータ
ロッド間(または、燃料棒－ウォータチャンネル間)の間げきに狭小な箇所がないこと
を確認した。

燃料集合体炉内配置検査 定 1.外観検査 ・ 燃料集合体(560体)が炉内の所定の位置に正しく装荷されていることを確認した。

原子炉停止余裕検査 定 1.特性検査 ・ 最大価値を有する制御棒1本を全引抜きにした状態においても、原子炉を臨界未満に
できることを確認した。

原子炉圧力容器検査 事
安

1.開放検査 ・ 原子炉圧力容器フランジ部のシール面にき裂、変形、その他の欠陥がないことを目視
により確認した。

原子炉格納施設 原子炉格納容器全体漏えい率検査 定 1.原子炉格納容器全体漏
　えい率検査(Ａ種試験)

・ 格納容器バウンダリを窒素ガスにより加圧し、漏えい率を求め原子炉格納容器の気密
性能の健全性を確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、原子炉格納容器隔離弁(主蒸気隔離弁と同時に動
作する原子炉格納容器隔離弁を除く)が動作することを確認した。

原子炉格納容器隔離弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 原子炉格納容器隔離弁の弁体、弁座、弁棒等にき裂、変形、その他の欠陥がないこと
を浸透探傷検査および目視により確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・ 原子炉格納容器真空破壊弁が所定の作動用空気圧力以下で動作することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・ 原子炉格納容器スプレイ系を必要な流量および揚程のもとで運転し、運転状態に異常
のないことを確認した。

(2)弁動作検査 ・ 操作スイッチを操作することにより注入弁を動作させ、正常に動作することを確認し
た。

原子炉格納容器スプレイ系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 原子炉格納容器スプレイ系主要弁の弁体，弁座，弁棒等にき裂，変形，その他欠陥が
ないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、冷却水止め弁が動作することを確認した。

(2)昇温検査 ・ 可燃性ガス濃度制御系の再結合器内ガス温度が水素再結合に必要な温度制御点に所定
の時間内で到達できることを確認し、その機能の健全性を確認した。

可燃性ガス濃度制御系ブロワ検査 事 分解検査 ・ 可燃性ガス濃度制御系ブロワの表面にき裂，打こん，その他欠陥がないことを浸透探
傷検査および目視により確認した。

可燃性ガス濃度制御系設備検査 1.機能・性能検査 ・ 可燃性ガス濃度制御系を運転し，振動，異音，異臭がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ ブロワ運転中に漏えいがないことを目視により確認した。

原子炉建屋原子炉棟気密性能検査 定 1.機能･性能検査

(1)気密性能検査 ・ 非常用ガス処理系を所定の流量で運転させ原子炉建屋原子炉棟が規定値以上の負圧に
維持されていることを確認した。

事
安
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別表－２  女川原子力発電所第２号機 第10回定期検査結果

原子炉格納容器真空破壊弁機能検査

原子炉格納容器隔離弁機能検査

原子炉格納容器スプレイ系機能検査

可燃性ガス濃度制御系機能検査
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉格納施設 クラスＭＣ容器供用期間中検査 事 1.非破壊検査 ・ 原子炉圧力容器の圧力保持用ボルト締付け部と逃し安全弁搬出入口において，構造健
全性と気密性のいずれかに影響を与えるおそれのある構造上の劣化がないことを確認
した。

燃料設備 定 1.機能･性能検査

(1)動力源喪失検査 ・ 燃料つかみ具の動力源が喪失した場合においても、模擬燃料が保持されていることを
確認した。

事 1.外観検査(耐震) ・ 燃料交換機の支持構造物(基礎ボルト等)について、き裂、変形等、異常がないことを
目視により確認した。

2.機能･性能検査

(1)インターロック検査 ・ 走行、横行、昇降に係わるインターロックが正常に動作することを確認した。

(2)自動運転検査 ・ 模擬燃料を用いて自動運転を行い、正常に模擬燃料が移送されることを確認した。

燃料プール冷却浄化系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 燃料プール冷却浄化系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

原子炉建屋クレーン機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 原子炉建屋クレーンを各運転モードで運転操作を行い、インターロック機能が動作す
ることおよび巻上げ、巻下げ運転が円滑に行われることを確認した。また、動力源が
喪失した場合においても、燃料集合体相当の模擬荷重が保持されていることを確認し
た。

定 1.機能･性能検査

(1)吹出し圧力検査 ・ 主蒸気逃がし安全弁が所定の圧力で動作することを確認した。

(2)漏えい検査 ・ 主蒸気逃がし安全弁の加圧時のシール機能に異常のないことを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)設定値確認検査 ・ 動作値が許容範囲内であることを確認した。

(2)論理回路検査 ・ 論理回路が作動することを確認した。

(3)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、主蒸気逃がし安全弁が動作することを確認した。

主蒸気逃がし安全弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 主蒸気逃がし安全弁の弁体、弁座、弁棒等にき裂、変形、その他有意な欠陥がないこ
とを浸透探傷検査及び目視により確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、主蒸気隔離弁が所定の時間内に動作することを確
認するとともに、原子炉格納容器隔離弁(原子炉格納容器隔離弁機能検査で実施する
ものは除く)が動作することを確認した。

主蒸気隔離弁漏えい率検査 定 1.漏えい率検査 ・ 主蒸気隔離弁（８台）の漏えい率が所定の値以下であることを確認した。

主蒸気隔離弁漏えい率検査(停止後) 事 1.漏えい率検査（停止
後）

・ 主蒸気隔離弁の漏えい率が所定の値以下に保たれていることを確認した。

-
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原子炉冷却系統設備

燃料取扱装置検査

主蒸気逃がし安全弁・安全弁機能検査

主蒸気逃がし安全弁・逃がし弁機能検査

主蒸気隔離弁機能検査

燃料取扱装置機能検査
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 主蒸気隔離弁分解検査 事 1.分解検査 ・ 主蒸気隔離弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した｡

定 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・

・

模擬信号を発信させることにより、非常用ディーゼル発電機が所定の時間内に起動
し、各負荷が所定の順序に従い順次投入されることを確認した。
高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却水系の運転
状態を確認し、異常のないことを確認した。

(2)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系及び低
圧注水系の注入隔離弁が動作することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、所定の時間内に作動すること、および運転状態を
確認し、異常のないことを確認した。

(2)弁作動検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、注入弁が動作することを確認した。

事 1.機能・性能検査 ・ 運転状態で振動，異音，異臭がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 原子炉隔離時冷却系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

事 1.特性検査

(1)性能（校正）検査 ・ 原子炉隔離時冷却系に係る各検出要素および指示計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 原子炉隔離時冷却系の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)制御定数確認検査 ・ 制御器に設定されている制御定数が基準のとおりであることを確認した。

残留熱除去系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 残留熱除去系主要弁の弁体、弁座、弁棒等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

残留熱除去系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 残留熱除去系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

原子炉冷却系統設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 原子炉冷却系統設備について通常運転状態において各部から漏えいがないことを確認
した。

定 1.機能･性能検査

(1)弁動作検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、自動減圧機能を有する主蒸気逃がし安全弁が所定
の時間内に動作することを確認した。

タービンバイパス弁機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 模擬信号を発信させ、主蒸気止め弁、タービンバイパス弁の動作状況に異常がないこ
とを確認した。

事 1.分解検査 ・ 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービンおよび非常調速機のケーシング，ロータ，
軸受等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認
した。

2.開放検査 ・ 原子炉隔離時冷却系ポンプ駆動用タービン非常用調速機に機能・性能に影響を及ぼす
おそれのあるき裂，打こん，変形，摩耗および侵食がないことを目視により確認し
た。

原子炉隔離時冷却系設備検査（機械設備）

原子炉隔離時冷却系設備検査(電気設備)

原子炉隔離時冷却系ポンプ分解検査

-
1
0
-

非常用ディーゼル発電機、
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、
高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、
低圧注水系、原子炉補機冷却水系機能検査

原子炉隔離時冷却系機能検査

自動減圧系機能検査
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 原子炉隔離時冷却系主要弁分解検査 事 1.分解検査 ・ 原子炉隔離時冷却系主要弁弁体，弁座，弁棒等にき裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

事 1.分解検査 ・ タービンバイパス弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の欠陥がないことを浸
透探傷検査および目視により確認した。

2.漏えい検査 ・ 通常運転状態において、各部から漏えいがないことを確認した。

1.機能･性能検査

(1)自動起動検査 ・ タービン駆動原子炉給水ポンプを運転模擬状態でトリップさせ、電動機駆動原子炉給
水ポンプが自動起動することを確認した。

事 1.分解検査 ・ タービン駆動原子炉給水ポンプ(Ｂ)の羽根車、主軸等、および主要弁等にき裂、変
形、その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

2.開放検査 ・ 原子炉給水ポンプ駆動用蒸気タービン(Ｂ)の車室、隔板、車軸、翼、軸受にき裂，変
形，その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

給水加熱器開放検査 事 1.開放検査 ・ 給水加熱器の伝熱管に有意な欠陥のないことを渦流探傷検査により確認し、また、当
該加熱器の水室溶接部等にき裂、変形、その他の欠陥のないことを浸透探傷検査およ
び目視により確認した。

原子炉再循環ポンプ検査 事 1.外観検査 ・ 原子炉再循環ポンプのメカニカルシールについてき裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを目視により確認した。

事 1.開放検査 ・ ＰＬＲポンプシールパージ系ろ過器についてき裂，変形，その他欠陥がないことを目
視により確認した。

2.漏えい検査 ・ 原子炉再循環系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

原子炉冷却材浄化系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 原子炉冷却材浄化系ポンプ(Ｂ)の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がない
ことを浸透探傷検査および目視により確認した。

事 1.原子炉冷温停止中

(1)機能・性能検査 ・ 原子炉冷却材浄化系（Ｂ）ポンプを運転し、振動、異音等の有無およびポンプの揚
程、容量に異常のないことを確認した。

(2)漏えい検査 ・ 原子炉冷却材浄化系の機器を運転し、各部からの漏えいのないことを確認した。

2.定格熱出力一定運転中

(1)機能・性能検査 ・ 定格熱出力一定運転中において、原子炉冷却材浄化系の機器の圧力、温度等に異常が
ないことを確認した。

原子炉補機冷却水系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 原子炉補機冷却水系および原子炉補機冷却海水系のポンプの羽根車、主軸等にき裂、
変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

原子炉補機冷却水系容器検査(定検) 事 1.開放検査 ・ 熱交換器およびストレーナについて有意な欠陥がないことを渦流探傷検査および目視
により確認した。

事 1.機能･性能検査 ・ 原子炉補機冷却水系の機器を運転し、振動、異音等の有無および揚程に異常のないこ
とを確認した。

2.漏えい検査 ・ 原子炉補機冷却水系の機器を運転し、各部からの漏えいのないことを確認した。

低圧炉心スプレイ系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 低圧炉心スプレイ系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

事

原子炉給水ポンプ分解検査

-
1
1
-

原子炉給水ポンプ機能検査

原子炉再循環系設備検査

原子炉冷却材浄化系設備検査

原子炉補機冷却水系設備検査(定検)

タービンバイパス弁検査
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

原子炉冷却系統設備 事 1.機能･性能検査 ・ 高圧炉心スプレイ系の機器を運転し，振動，異音等の有無および揚程に異常のないこ
とを確認した。

2.漏えい検査 ・ 高圧炉心スプレイ系の機器を運転し，各部からの漏えいがないことを確認した。

低圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 低圧炉心スプレイ系主要弁の弁体，弁座，弁棒等にき裂，変形，その他欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

高圧炉心スプレイ系ポンプ分解検査 定 1.分解検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ポンプの羽根車，主軸等にき裂，変形，その他欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

高圧炉心スプレイ系主要弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 高圧炉心スプレイ系主要弁の弁体，弁座，弁棒等にき裂，変形，その他欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系容器検査 事 1.開放検査 ・ 高圧炉心スプレイ補機冷却水系熱交換器，ストレーナおよびサージタンクについて、
き裂、変形、その他の欠陥がないことを渦流探傷検査および目視により確認した。

高圧炉心スプレイ補機冷却水系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 高圧炉心スプレイ補機冷却水系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがな
いことを確認した。

給・復水系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 高圧復水ポンプ(Ａ)の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透
探傷検査および目視により確認した。

事 1.開放検査 ・ 給・復水系機器について目視および浸透探傷検査により異常がないことを確認した。

2.機能･性能検査 ・ 給・復水系の機器を運転し、振動、異音等の有無および圧力等に異常のないことを確
認した。

3.漏えい検査 ・ 給・復水系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認した。

1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 給・復水系に係る計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

レストレイント検査 事 1.外観検査 ・ パイプホイップレストレイントの取付け状態，変形，破損，その他欠陥がないことを
目視により確認した。

計測制御系統設備 定 1.機能･性能検査

 (1)スクラム機能検査 ・ 制御棒全引抜きの状態からスクラムさせて、所定の時間内に制御棒が挿入できること
を確認した。

制御棒駆動水圧系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 制御棒駆動水ポンプ(Ｂ)の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

制御棒駆動水圧系容器検査 事 1.開放検査 ・ 制御棒駆動水圧系アキュムレータ等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを目視に
より確認した。

事 1.機能･性能検査 ・ 原子炉圧力が定常運転圧力以上において、制御棒駆動水ポンプ（Ｂ）に、振動、異音
等の有無および圧力に異常のないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 制御棒駆動水圧系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

制御棒駆動水圧系機能検査

事
安

高圧炉心スプレイ系設備検査

-
1
2
-

制御棒駆動水圧系設備検査

給・復水系設備検査(機械設備)

給・復水系設備検査(電気設備)
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 制御棒駆動機構分解検査 定 1.分解検査 ・ 制御棒駆動機構※(２２本)にき裂、変形、その他の欠陥がないことを目視により確認
した。
※入替え品含む

制御棒駆動機構機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 制御棒の全挿入から全引抜までの時間を測定し、制御棒の引抜・挿入時間が許容範囲
内にあること、および制御棒の位置表示に異常がないことを確認した。

制御棒駆動水圧系スクラム弁分解検査 定 1.分解検査 ・ 制御棒駆動水圧系スクラム入口、出口弁の弁体、弁座、弁棒にき裂、変形、その他の
欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

事 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 模擬信号を入力することにより選択制御棒挿入論理回路が作動すること、およびス
イッチにより作動することを確認した。

(2)スクラム弁動作検査 ・ 選択制御棒挿入機能が働くことをスクラム弁の作動により確認した。

制御棒価値ミニマイザ機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 制御棒価値ミニマイザによる制御棒操作の監視に関わる機能検査を実施し、正常に作
動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・ ほう酸水注入系を運転し、ポンプ等の運転状態に異常がないことを確認した。

(2)弁動作検査 ・ 操作スイッチを操作することにより弁が動作し、ほう酸水注入系ポンプが起動するこ
とを確認した。

2.特性検査

(1)ほう酸質量確認検査 ・ ほう酸水貯蔵タンク水位、濃度を測定し、ほう酸質量が所定の値以上であることを確
認した。

ほう酸水注入系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ ほう酸水注入系ポンプ（Ｂ）の表面にき裂，変形，その他欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した。

ほう酸水注入系容器検査 事 1.開放検査 ・ ほう酸水注入系容器の表面にき裂，変形，その他欠陥があないことを目視により確認
した。

事 1.機能･性能検査 ・ ほう酸水注入系ポンプ（Ｂ）を運転し、振動、異音がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ ほう酸水注入系の機器を運転し、各部からの漏えいがないことを確認した。

定 1.特性検査

(1)核計測装置設定値確
　 認検査

・ 起動領域モニタ、平均出力領域モニタ、制御棒引抜監視装置が制御棒緊急挿入等を行
うに必要な値を入力し、許容範囲内で作動することを確認した。

定 1.特性検査

(1)プロセス計装設定値
　 確認検査

・ 試験装置を用いて、各保護検出要素(原子炉圧力、ドライウェル圧力、原子炉水位等)
に制御棒緊急挿入等を行うに必要な値を入力し、許容範囲内で作動することを確認し
た。

1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器の動作値が，許容範囲内で作動
することを確認した。

ほう酸水注入系設備検査

-
1
3
-

選択制御棒挿入機能検査

ほう酸水注入系機能検査

安全保護系設定値確認検査(核計装)

安全保護系設定値確認検査(プロセス計装)

安全保護系保護検出要素性能(校正)検査（核
計装）

事
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器の動作値が，許容範囲内で作動
することを確認した。

事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器の動作値が，許容範囲内で作動
することを確認した。

事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 安全保護系に係る計器および中央制御室の重要な計器の動作値が，許容範囲内で作動
することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)原子炉保護系検査 ・ 原子炉保護系の各スクラム要素の論理回路およびスクラム機能が作動することを確認
した。

(2)再循環ポンプトリッ
　 プ機能検査

・ 原子炉再循環ポンプトリップ機能が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 低圧炉心スプレイ系，低圧注水系，非常用ディーゼル発電機の論理回路が作動するこ
とを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 高圧炉心スプレイ系，高圧注水系，非常用ディーゼル発電機の論理回路が作動するこ
とを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 自動減圧系の論理回路が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 主蒸気隔離弁の論理回路が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 原子炉格納容器隔離弁の論理回路が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 非常用ガス処理系の論理回路が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 原子炉隔離時冷却系起動の論理回路が作動することを確認した。

-
1
4
-

原子炉保護系インターロック機能検査(原子
炉隔離時冷却系起動論理回路)

原子炉保護系インターロック機能検査(高圧
炉心スプレイ系，高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機始動論理回路)

原子炉保護系インターロック機能検査(自動
減圧系論理回路)

安全保護系保護検出要素性能(校正)検査（原
子炉計装）

安全保護系保護検出要素性能(校正)検査（一
次冷却材計装）

安全保護系保護検出要素性能(校正)検査（そ
の他）

事
安

原子炉保護系インターロック機能検査(原子
炉格納容器隔離弁論理回路)

原子炉保護系インターロック機能検査(非常
用ガス処理系論理回路)

原子炉保護系インターロック機能検査(原子
炉保護系・再循環ポンプトリップ系)

原子炉保護系インターロック機能検査(低圧
炉心スプレイ系，低圧注水系，非常用ディー
ゼル発電機始動論理回路)

原子炉保護系インターロック機能検査(主蒸
気隔離弁論理回路)
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

計測制御系統設備 定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 中央制御室換気空調系の論理回路が作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)論理回路検査 ・ 弁位置動作の論理回路が作動することを確認した。

事 1.機能･性能検査

(1)計装用圧縮空気系空
　 気圧縮機予備機自動
　 起動検査

・ 圧力低の模擬信号を発信させることにより、予備機が自動起動することを確認した。

(2)ＳＡバックアップ弁
　 動作検査

・ 圧力低の模擬信号を発信させることにより、ＳＡバックアップ弁が動作することを確
認した。

(3)警報確認検査 ・ 圧力低の模擬信号を発信させることにより、圧力低警報が発生することを確認した。

事 1.機能･性能検査

(1)操作端組合せ検査 ・ 制御装置に模擬信号を入力することにより蒸気加減弁、タービンバイパス弁、給水流
量調節弁等を作動させ弁ストロークが入力信号に応じた値であることを確認した。

(2)インターロック検査 ・ 制御装置に模擬信号を入力することにより各インターロック機能が作動することを確
認した。

(3)運転安定性確認検査 ・ 定格出力運転状態において、原子炉圧力、原子炉水位が安定して制御されていること
を確認した。

事 1.特性検査

(1)設定値確認検査 ・ 各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

2.機能･性能検査

(1)警報確認検査 ・ 各検出器の模擬信号を入力し、警報が発生することを確認した。

事 1.特性検査

(1)設定値確認検査 ・ 各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

核計測装置機能検査 事 1.特性検査 ・ 中央制御室から起動領域モニタおよび出力領域モニタの検出器までの絶縁抵抗を測定
し異常のないことを確認した。

中央制御室外原子炉停止装置機能検査 事
安

1.機能･性能検査 ・ 中央制御室外原子炉停止装置の操作スイッチからの信号により、各機器が作動するこ
とを確認した。

事 1.機能･性能検査

(1)ループ確認検査 ・ 出力周波数が許容範囲内であることを確認した。

(2)運転性能検査 ・ 再循環ポンプ各速度における電圧、周波数を測定し健全性を確認した。

原子炉保護系インターロック機能検査(弁位
置動作論理回路)

監視機能健全性確認検査(先行定検:燃料プー
ル冷却浄化系)

静止形原子炉再循環ポンプ電源装置検査

計装用圧縮空気系機能検査

原子炉保護系インターロック機能検査(中央
制御室換気空調系論理回路)

-
1
5
-

主要制御系機能検査

監視機能健全性確認検査(プロセス計装)
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

放射線管理設備 定 1.特性検査

(1)線源校正検査 ・ 標準線源を用いて各種放射線モニタの校正が正しいことを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 各種放射線モニタに模擬信号を入力し設定値どおりに作動することを確認した。

2.機能･性能検査

(1)インターロック機能
　 検査

・ プロセスモニタリング設備のインターロックが作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)自動起動検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、原子炉建屋原子炉棟換気空調系が隔離され、非常
用ガス処理系が自動起動することを確認した。

(2)運転性能検査 ・ 非常用ガス処理系の運転状態に異常のないことを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)チャコールエアフィ
　 ルタ性能検査

・ 非常用ガス処理系フィルタ装置の性能が基準値以上であることを確認した。

非常用ガス処理系ファン検査 事 1.分解検査 ・ 非常用ガス処理系排風機（Ｂ）の表面にき裂，変形，その他欠陥がないことを浸透探
傷検査および目視により確認した。

事 1.開放検査 ・ 非常用ガス処理系フィルタ装置、非常用ガス処理系空気乾燥装置にき裂、変形、その
他の欠陥がないことを目視により確認した。

2.機能・性能検査 ・ 非常用ガス処理系排風機（Ｂ）について運転状態で問題のないことを確認した。

3.漏えい検査 ・ 非常用ガス処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。

非常用ガス処理系設備検査(電気設備) 事
安

1.機能･性能検査 ・ フィルタ装置スペースヒータ等の発熱体の相間抵抗測定を実施し異常のないことを確
認した。

定 1.機能･性能検査

(1)自動起動検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、中央制御室再循環送風機が自動起動し、非常用再
循環運転に切り替わることを確認した。

(2)運転性能検査 ・ 中央制御室換気空調系の運転状態に異常のないことを確認した。

(3)非常時外気取入モー
　 ド作動検査

・ 中央制御室換気空調系が非常用再循環運転中に中央制御室少量外気取入ダンパ操作器
等の機器が正常に作動することを確認した。

定 1.機能･性能検査

(1)チャコールエアフィ
　 ルタ性能検査

・ 中央制御室換気空調系再循環フィルタ装置の性能が基準値以上であることを確認し
た。

中央制御室換気空調系設備検査 事 1.漏えい検査 ・ 中央制御室換気空調系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを
確認した。

換気空調系機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 各送風機および各排風機を運転し、運転状態に異常のないことを確認した。

中央制御室換気空調系再循環フィルタ性能検
査

非常用ガス処理系フィルタ性能検査

非常用ガス処理系設備検査(機械設備)

中央制御室換気空調系機能検査

プロセスモニタリング設備機能検査

非常用ガス処理系機能検査

-
1
6
-
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

放射線管理設備 事 1.特性検査

(1)線源校正検査 ・ エリア放射線モニタリング設備、プロセス放射線モニタリング設備の検出器が許容範
囲内に校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 警報・表示灯が許容範囲内で作動することを確認した。

廃棄設備 定 1.機能･性能検査

(1)運転性能検査 ・ 原子炉熱出力一定運転中において、気体廃棄物処理系の運転状態が安定していること
を確認した。

気体廃棄物処理系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 排ガス真空ポンプ（Ｂ）の表面にき裂，打こん，その他欠陥が無いことを浸透探傷検
査および目視により確認した。

事 1.開放検査 ・ 排ガス復水器（Ｂ），排ガス予冷器（Ｂ），前置きフィルタおよび排ガス粒子フィル
タ（Ａ），（Ｂ）の表面にき裂，打こん，その他欠陥が無いことを浸透探傷検査およ
び目視で確認し，また，伝熱管に有意な傷やつまりがないことを渦流探傷検査または
超音波探傷検査で確認した。

2.外観検査 ・ 排ガス乾燥器（Ｃ）および活性炭式希ガスフォールドアップ塔の表面にき裂，打こ
ん，その他欠陥が無いことを浸透探傷検査および目視で確認した。

事 1.機能･性能検査 ・ 排ガス真空ポンプ（Ｂ）を運転して振動，異音，異臭がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 気体廃棄物処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。

液体廃棄物処理系機能検査 事 1.機能･性能検査 ・ 床ドレン・化学廃液蒸発濃縮装置等の運転状態に異常がないことを確認した。

液体廃棄物貯蔵設備・処理設備のインター
ロック機能検査

事 1.機能･性能検査 ・ 液体廃棄物貯蔵設備および処理設備に係るインターロックが正常に作動することを確
認した。

液体廃棄物処理系ポンプ検査(定検) 事 1.分解検査 ・ 格納容器内サンプポンプ（Ｂ）の羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がない
ことを浸透探傷検査および目視により確認した。

液体廃棄物処理系ポンプ検査(先行定検) 事 1.分解検査 ・ 液体廃棄物処理系ポンプの羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

液体廃棄物処理系容器検査(定検) 事 1.開放検査 ・ 伝熱管に有意な傷やつまりがないことを渦流探傷検査で確認し，また，容器表面にき
裂，打こん，その他欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

液体廃棄物処理系容器検査(先行定検) 事 1.開放検査 ・ 伝熱管に有意な傷やつまりがないことを渦流探傷検査で確認し，また，容器表面にき
裂，打こん，その他欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

1.機能･性能検査 ・ 格納容器内サンプポンプを運転し、振動、異音等の異常がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 液体廃棄物処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。

事 1.機能･性能検査 ・ 液体廃棄物処理系ポンプを運転し、振動、異音等の異常がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 液体廃棄物処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。

固体廃棄物処理系ポンプ検査 事 1.分解検査 ・ 固体廃棄物処理系ポンプの羽根車、主軸等にき裂、変形、その他の欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

気体廃棄物処理系容器検査

事
安

気体廃棄物処理系機能検査

気体廃棄物処理系設備検査

液体廃棄物処理系設備検査(定検)

液体廃棄物処理系設備検査(先行定検)

監視機能健全性確認検査(エリアモニタリン
グ設備･プロセスモニタリング設備)

-
1
7
-



(11/15)

設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

廃棄設備 事 1.機能･性能検査 ・ 固体廃棄物処理系のポンプ等を運転し、振動、異音等の異常がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ 固体廃棄物処理系について漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認
した。

事 1.特性検査

(1)設定値確認検査 ・ 各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

流体状の放射性廃棄物の漏えいの検出装置お
よび警報装置機能検査

事 1.機能･性能検査 ・ 漏えい検出装置に係る警報が作動すること、および動作値に異常がないことを確認し
た。

非常用予備発電装置 非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ
系ディーゼル発電機定格容量確認検査

定 1.機能･性能検査 ・ 非常用ディーゼル発電機および高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機に必要な容量が
確保されていることを確認した。

非常用ディーゼル機関分解検査 定 1.分解検査 ・ 非常用ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸等にき裂、変形、そ
の他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関分解検査 定 1.分解検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関のピストン、ピストン連接棒、クランク軸等にき
裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

直流電源系機能検査 定 1.機能･性能検査
(1)直流電源系性能検査

・ 充電器および蓄電池の浮動充電運転状態に異常のないことを確認した。

1.開放検査 ・ 非常用ディーゼル機関潤滑油フィルタにき裂、変形、その他の欠陥がないことを渦流
探傷検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 非常用ディーゼル機関が定格負荷運転状態において、非常用ディーゼル機関およびそ
の附属設備に振動、異音等、異常がないことを確認した。

3.漏えい検査 ・ 非常用ディーゼル機関およびその付属設備について漏えい検査を実施し、各部からの
漏えいがないことを確認した。

事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 非常用ディーゼル機関に係る各検出器および指示計器が、許容範囲内に校正されてい
ることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 非常用ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)警報作動確認検査 ・ 非常用ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で警報が発生することを確認した。

事 1.開放検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機軸受潤滑油冷却器および潤滑油フィルタにき
裂、変形、その他の欠陥がないことを渦流探傷検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関が定格負荷運転状態において、高圧炉心スプレイ
系ディーゼル機関およびその附属設備に振動、異音等、異常のないことを確認した。

3.漏えい検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関およびその付属設備について漏えい検査を実施
し、各部からの漏えいがないことを確認した。

-
1
8
-

事
安

非常用予備電源装置検査(電気設備:非常用
ディーゼル機関)

固体廃棄物処理系設備検査

非常用予備電源装置検査(機械設備:非常用
ディーゼル機関)

監視機能健全性確認検査(先行定検:液体廃棄
物処理系)

非常用予備電源装置検査(機械設備:高圧炉心
スプレイ系ディーゼル機関)
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

非常用予備発電装置 事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関に係る各検出器および指示計器が、許容範囲内に
校正されていることを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で作動することを確認し
た。

(3)警報作動確認検査 ・ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル機関の各検出器が許容範囲内で警報が発生することを
確認した。

蒸気タービン設備 定 1.総合性能検査

(1)負荷検査 ・ 原子炉熱出力一定運転において、蒸気タービンの運転状態が安定していることを確認
した。

定 1.総合性能検査

(1)組立状況検査 ・ 蒸気タービンのボルト締付代およびロータアライメントが設定値内であることを確認
した。

(2)保安装置検査 ・ 蒸気タービン運転中に保安装置が作動すること、および各主要弁の動作が設定値以内
であることを確認した。

定 1.総合性能検査

(1)保安装置検査 ・ 模擬信号を発信させることにより、蒸気タービンの保安装置の動作値が許容範囲内で
あることを確認した。

定 1.分解検査 ・ 高圧および低圧タービンの車室、隔板、噴口、車軸、円板、翼、軸受、および調速装
置に有意なき裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷検査および目視により確
認した。

2.開放検査 ・ 主蒸気止め弁、蒸気加減弁、復水器、湿分分離加熱器(B)等に有意なき裂、変形、そ
の他の欠陥がないことを浸透探傷検査、渦流探傷検査および目視により確認した。

事
安

1.分解検査 ・ 低圧復水ポンプおよび循環水ポンプ等について、き裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 分解検査を実施したポンプについて、振動、異音等、異常がないことを確認した。

3.漏えい検査 ・ 蒸気タービン設備の各対象機器について、各部からの漏えいがないことを確認した。

事 1.特性検査

(1)性能(校正)検査 ・ 蒸気タービン設備に係る各検出器および指示計器が、許容範囲内に校正されているこ
とを確認した。

(2)設定値確認検査 ・ 蒸気タービン設備の各検出器が許容範囲内で作動することを確認した。

(3)警報作動確認検査 ・ 蒸気タービン設備の各検出器の模擬信号を入力し、警報が発生することを確認した。

蒸気タービン設備検査（土木設備） 事 1.漏えい検査 ・ 蒸気タービン設備が運転状態において，各部からの漏えいがないことを確認した。

非常用予備電源装置検査(電気設備:高圧炉心
スプレイ系ディーゼル機関)

蒸気タービン設備検査(電気設備)

蒸気タービン性能検査(機械設備:組立状況・
保安装置検査)

-
1
9
-

蒸気タービン性能検査(電気設備:保安装置検
査)

蒸気タービン性能検査(負荷検査)

蒸気タービン開放検査

蒸気タービン設備検査(機械設備)
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

供用期間中検査 ※ クラス1機器供用期間中検査（漏えい検査） 定 1.漏えい検査 ・ クラス1機器範囲内の漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認し
た。

クラス1機器供用期間中検査(非破壊検査) 定 1.非破壊検査 ・ クラス1機器範囲内において，き裂，変形，その他欠陥がないことを目視，浸透探傷
検査等により確認した。

クラス1機器供用期間中検査特別検査(原子炉
再循環系配管等)

定 1.非破壊検査 ・ クラス1機器（原子炉再循環系配管等）範囲内において，き裂，変形，その他欠陥が
ないことを目視，超音波探傷検査等により確認した。

定 1.非破壊検査 ・ クラス2機器に含まれる格納容器等の溶接部および耐圧部について、浸透探傷検査、
超音波探傷検査および目視検査を実施し、有意な欠陥がないことを確認した。

2.漏えい検査 ・ クラス2機器範囲内の漏えい検査を実施し、各部からの漏えいがないことを確認し
た。

クラス3機器供用期間中検査 事 1.非破壊検査 ・ クラス3機器に含まれる配管等の耐圧部について、目視検査を実施し、有意な欠陥が
ないことを確認した。

その他 総合負荷性能検査 定 1.総合性能検査 ・ 原子炉熱出力一定運転において、プラントの運転状態が安定していることを確認し
た。

事 1.機能･性能検査

(1)警報検査 ・ 模擬信号により警報が動作することを確認した。

(2)インバータ負荷運転･
　 予備負荷運転手動自
　 動切替検査

・ インバータ負荷運転中に予備負荷運転へ切り替わることおよび予備負荷運転からイン
バータ負荷運転に切り替わることを確認した。

(3)交流･直流運転自動切
　 替検査および運転検査

・ 交流入力運転中に直流入力運転に切り替わること、および交流入力運転、直流入力運
転において、電圧および周波数に異常がないことを確認した。

事 1.分解検査 ・ 給水ポンプ、循環ポンプ，蒸気ドラム安全弁について、き裂、変形、その他の欠陥が
ないことを浸透探傷検査および目視により確認した。

2.開放検査 ・ 蒸気発生器，蒸気ドラムについて、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した。

事 1.総合性能検査

(1)保安装置検査 ・ 補助ボイラーの安全弁が正常に作動することを確認した。

(2)負荷検査 ・ 補助ボイラーが安定して運転できることを確認した。

1.総合性能検査

(1)保安装置検査 ・ 保安装置について、模擬信号を入力し、正常に作動することを確認した。

事 1.分解検査 ・ 主蒸気止め弁等の弁体、弁座、弁棒についてき裂、変形、その他の欠陥がないことを
浸透探傷検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 分解検査を実施した主蒸気止め弁について、正常に動作することを確認した。

3.漏えい検査 ・ 補助ボイラー設備の各対象機器について、各部からの漏えいがないことを確認した。

補助ボイラー設備検査(電気設備) 事 1.特性検査 ・ 各検出要素及び指示計器が、許容範囲内に校正されていることを確認した。

-
2
0
-

補助ボイラー負荷検査(電気設備)

クラス2機器供用期間中検査

静止形無停電電源装置設備検査

補助ボイラー負荷検査(機械設備)

補助ボイラー設備検査(機械設備)

補助ボイラー開放検査

事
安
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設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

その他 事 1.分解検査 ・ 対象の安全弁(原子炉系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 分解検査を実施した安全弁について、吹出し圧力検査および弁座気密性検査を実施
し、異常がないことを確認した。

事 1.分解検査 ・ 対象の安全弁(タービン系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探
傷検査および目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 分解検査を実施した安全弁について、吹出し圧力検査および弁座気密性検査を実施
し、異常がないことを確認した。

逆止弁検査(定検:原子炉系) 事 1.分解検査 ・ 対象の逆止弁(原子炉系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した。

逆止弁検査(定検:タービン系) 事 1.分解検査 ・ 対象の逆止弁(タービン系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探
傷検査および目視により確認した。

逆止弁検査(先行定検:燃料プール冷却浄化
系)

事 1.分解検査 ・ 対象の逆止弁(燃料プール冷却浄化系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

主要弁検査(定検:原子炉系) 事
安

1.分解検査 ・ 対象の主要弁(原子炉系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探傷
検査および目視により確認した。

主要弁検査(定検:タービン系) 事 1.分解検査 ・ 対象の主要弁(タービン系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないことを浸透探
傷検査および目視により確認した。

主要弁検査(先行定検:燃料プール冷却浄化
系)

事 1.分解検査 ・ 対象の主要弁(燃料プール冷却浄化系)について、き裂、変形、その他の欠陥がないこ
とを浸透探傷検査および目視により確認した。

主要弁検査(先行定検:液体・固体廃棄物処理
系)

事 1.分解検査 ・ 対象の主要弁(液体・固体廃棄物処理系)について、き裂、変形、その他の欠陥がない
ことを浸透探傷検査および目視により確認した。

事 1.分解検査 ・ 対象の主要弁(制御棒駆動水圧系・原子炉補機冷却水系)について、き裂、変形、その
他の欠陥がないことを目視により確認した。

2.漏えい検査 ・ 分解検査を行った弁について，運転状態で各部からの漏えいがないことを確認した。

1.外観検査(耐震) ・ 支持構造物について、き裂、変形のないことを目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 運転状態において、振動、異音等、異常がないことを確認した。

事 1.外観検査(耐震) ・ 支持構造物について、き裂、変形のないことを目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 運転状態において、振動、異音等、異常がないことを確認した。

事 1.外観検査(耐震) ・ 支持構造物について、き裂、変形のないことを目視により確認した。

2.機能･性能検査 ・ 運転状態において、振動、異音等、異常がないことを確認した。

配管肉厚測定検査 事
安

1.非破壊検査 ・ 原子炉系およびタービン系の対象となる配管について、超音波厚さ測定および放射線
透過検査を実施し、必要最小肉厚以上確保されていることを確認した。

配管肉厚測定検査（内面腐食管理）（定検） 事 1.非破壊検査 ・ タービン系の対象となる配管について，超音波厚さ測定を実施し，必要最小肉厚以上
確保されていることを確認した。

-
2
1
-

電動機検査(先行定検:燃料プール冷却浄化
系)

事
安

電動機検査(先行定検:液体･固体廃棄物処理
系)

安全弁検査(定検:原子炉系)

安全弁検査(定検:タービン系)

主要弁検査(電気設備)

電動機検査(定検)



(15/15)

設　　備　　名 検　　査　　名
検査
区分

検　査　項  目 検　査　結  果

その他 配管肉厚測定検査（内面腐食管理）（先行定
検）

事 1.非破壊検査 ・ ドレン系の対象となる配管について，超音波厚さ測定を実施し，必要最小肉厚以上確
保されていることを確認した。

機器肉厚測定検査 事 1.非破壊検査 ・ 低圧給水加熱器等の機器の対象となる配管について，超音波厚さ測定を実施し，必要
最小肉厚以上確保されていることを確認した。

 ※:発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（省令６２号）に規定される機器の区分であり概要は以下のとおり

　　　　クラス1機器:原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器
　　　　クラス2機器:非常用炉心冷却系、非常用ガス処理系、原子炉隔離時冷却系、制御棒駆動水圧系のスクラム機能系等
　　　　クラス3機器:クラス1機器、クラス2機器および放射線管理設備に属するダクト以外の容器または管等
　　　　クラスMC容器:原子炉格納容器(圧力抑制室を含む)

-
2
2
-
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１（改）   （平成２１年３月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内の弁から下流側へのしみ出しについて（対

応結果） 

月 日 平成２１年３月２８日（土） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 制御棒駆動水圧系 設備区分 安全上重要な系統

設 備 概 要 
制御棒駆動水圧系は、制御棒の挿入、引抜き操作に必要な駆動水の水圧、流量を

調整し供給する系統です。 

所 見 

・ 平成２１年３月２８日、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットのアキュムレータ充

填水配管止め弁（以下、「当該弁」という。）から充填水が下流側へしみ出し、ア

キュムレータに供給された事象について、当該弁の分解点検を行ったところ、弁

体および弁座シート面に水垢等によるものと思われる汚れが確認されたことか

ら、手入れを行い復旧しました（４月２８日）。 

・ その後、漏えい試験を実施し、しみ出しが無くなったことを確認しました（６月

２９日）。 

・ 本事象は、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットを系統から隔離した後、アキュム

レータの圧力を抜いて約８ＭＰａとしたにもかかわらず、アキュムレータの圧力

が約１２ＭＰａまで上昇しているのを発見したものです。アキュムレータドレン

弁を開操作して排水受け皿へ排水し、圧力を約８ＭＰａに復旧しました。 

・ なお、当該弁は通常運転時は全開であることから、安全上問題はありません。 

 

挿
入 

水圧制御ユニット 系統概略図 

制御棒 

排水ヘッダへ 

駆動水ヘッダより 

当該弁 

充填水ヘッダより 

アキュムレータ 窒素容器 

水 

窒素 

水圧制御ユニット 概略図 

アキュムレータ 

窒素容器 

アキュムレータドレン弁 
排水受け皿へ 

PI 

指示値が約１２

ＭＰａまで上昇 ：圧力計 PI 
窒素 

スクラム排出容器へ 

：しみ出しの流れ方向 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．２（改）   （平成２１年４月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉補機冷却海水ポンプ起動用電気回路の補修箇所の発見について（対応結果）

月 日 平成２１年３月３０日（火） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備
原子炉補機冷却 

海水系 
設備区分 安全上重要な設備

設 備 概 要 
原子炉補機冷却海水系は、原子炉建屋内のポンプ・モーターなどの冷却水を海水

により熱交換して冷却する系統です。 

所 見 

・ 平成２１年３月３０日に発見された、原子炉補機冷却海水ポンプ起動用電気回路

について、補修を実施しました。（６月２５日） 

・ 本事象は、当社東通原子力発電所１号機の原子炉補機冷却海水ポンプ（以下、「当

該ポンプ」という。）において、発電所の外部電源および所内電源の喪失時に起動

する非常用ディーゼル発電機による電源が万一喪失した場合、当該ポンプの操作

スイッチを一度停止位置にすると、電源復旧後に起動位置にしても当該ポンプが

起動できない電気回路の構成となっていたものであり、女川原子力発電所２号機

についても調査したところ、同様の回路構成となっていることを確認したもので

す。 

・ なお、当該ポンプが起動できない事象は、非常用ディーゼル発電機による電源が

喪失後の復旧過程においてはじめて顕在化されるものであり、通常運転時や通常

想定される外部電源および所内電源の喪失時における当該ポンプの起動に影響を

与えるものではありませんでした。 

 

 

：淡水（放射能を含まない） 
：海水（放射能を含まない） 

原子炉建屋内

の熱交換器等

   

原子炉補機

冷却水ポンプ

   

   

 

Ａ 

Ａ Ｃ

（Ａ） 

当該ポンプ 

海水

海へ

原子炉補機冷却水系

熱交換器 

Ｃ

海水

（Ｃ） 

原子炉補機冷却海水系(Ａ)系 系統概略図 
（Ｂ系の系統構成はＡ系と同一）

原子炉補機冷却海水

ポンプの起動用電気

回路に補修の必要が

ある箇所を発見 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．３（改）   （平成２１年４月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉補機冷却水系弁から下流側配管へのしみ出しについて（対応結果） 

月 日 平 成 ２１年 ４月 ７日 （火 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉補機冷却水系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉補機冷却水系は、原子炉建屋内のポンプ・モーター等の冷却や残留熱除

去系等の冷却を行う系統です（当該系統は、放射性物質を含まない系統）。 

所 見 

・ 平成２１年４月７日、原子炉再循環ポンプ（Ａ）モータ潤滑油上部および下

部冷却器の出入口弁を全閉にし、水抜きを実施したところ、出入口弁３弁（以

下、「当該弁Ａ、Ｂ、Ｃ」という。）のいずれかの弁から下流側配管を通じて

排水受け皿へ水が僅かにしみ出した事象について、当該弁Ａ、Ｂ、Ｃについ

て分解点検を実施し、手入れを行い復旧しました（７月１７日） 

・ その後、漏えい試験を実施し、しみ出しが無くなったことを確認しました（７

月２１日）。 

・ なお、当該弁Ａ、Ｂ、Ｃは、通常運転時は全開であることから安全上問題は

ありません。 

 

 

原子炉補機冷却水系（Ａ）系 系統概略図 

   

原子炉補機冷却水ポンプ 

   

原子炉補機冷却水系

熱交換器 
   

   

Ａ

 

Ｃ

  

  
   

残留熱除去系熱交換器など

 

        

 

Ｃ

 

Ａ 
 

Ｃ 
  

原子炉再循環ポンプ（Ａ）モータ潤滑油上部冷却器

 

Ａ

原子炉補機冷却海水ポンプ 

：淡水（放射能を含まない） 
：海水（放射能を含まない） 

海水

原子炉再循環ポンプ（Ａ）モータ潤滑油下部冷却器

当該弁Ａ 

排水受け皿へ

当該弁Ｂ 
当該弁Ｃ 

：しみ出しの流れ

排水弁 

：全閉 

：全開 

：水抜きの流れ 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．４（改）   （平成２１年４月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 
換気空調補機非常用冷却水系冷凍機（Ａ）潤滑油ポンプの軸の摩耗について（対

応結果） 

月 日 平成２１年４月１４日（火） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備
換気空調補機非常

用冷却水系 
設備区分 安全上重要な設備

設 備 概 要 
換気空調補機非常用冷却水系は、換気空調系の非常用給気冷却コイルへ冷水を供

給するための系統です（当該系統は、放射性物質を含まない系統）。 

所 見 

・ 平成２１年４月１４日に、換気空調補機非常用冷却水系冷凍機（Ａ）潤滑油ポン

プ（以下、「当該ポンプ」という。）の分解点検において発見した軸の摩耗につい

て、メッキ加工による補修を実施し、軸受けの穴径と軸径の隙間が許容値を超え

ていないことを確認しました（５月１１日）。 

・ なお、軸が摩耗した原因は、経年的に擦り減ったものと推定しました。 

                                                   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

系統概略図 

中央制御室 

給気冷却コイル 

原子炉補機（Ａ）室 

給気冷却コイル 

換気空調補機非常用 
冷却水系冷凍機（Ａ）

換気空調補機 
非常用冷却水系 
冷水ポンプ（Ａ） 

：冷水の流れ

【構成機器】 
・圧縮機 ・潤滑油タンク 
・凝縮器 ・潤滑油ヒータ 
・蒸発器 ・潤滑油ポンプ 等 

穴径

軸受

軸

軸

ギヤ 

軸径

潤滑油ポンプギヤ部 概略図 
（軸受取付状態） 潤滑油ポンプギヤ部写真 

ギヤ 

摩耗箇所 
（軸受取付箇所） 

当該ポンプは、冷凍機を構成す

る機器の一部で、圧縮機軸受等

に潤滑油を供給している。 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．５   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 
原子炉再循環ポンプ（Ａ）電動機空気冷却器水室内面の錆による塗装の剥離等に

ついて 

月 日 平成２１年４月２８日（火） 発  生 発  見 確 認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉再循環系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉再循環系は、原子炉内の冷却水を原子炉再循環ポンプで循環させ、循環水

量の調整により原子炉の出力を増減させる系統です。 

所 見 

・ 原子炉再循環ポンプ（Ａ）電動機の分解点検を実施したところ、次の事象を発

見しました（４月２８日）。 
場所 事象 

①電動機空気冷却器水室内面 錆による塗装の剥離 
②温度検出器用熱収縮チューブ 

（８台あるうち、４台） 
割れ（５～１０ｍｍ） 

③軸電圧測定端子用リード線の被覆 硬化 
・ これらの事象の原因は、いずれも経年劣化によるものと推定しました。 
・ なお、これらの事象は電動機の健全性に影響を与えるものではありませんが、

電動機空気冷却器水室内面については手入れおよび再塗装、温度検出器用熱収

縮チューブおよび軸電圧測定端子用リード線については取替えを実施し、それ

ぞれの健全性を確認しました(５月１５日)。  
          

 

    

 

 

 

原子炉再循環系系統概要図 原子炉再循環系ポンプ電動機概要 

①電動機空気冷却器水室

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉再循環ポンプ

原子炉再循環ポンプ電動機 

②温度検出器 
③軸電圧測定用端子 
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①電動機空気冷却器水室内面 状況写真 

     

 

 

②温度検出器用熱収縮チューブ 状況写真 

     

 

 

③軸電圧測定端子用リード線 状況写真 

     

  

手入れ前 手入れおよび再塗装後 

交換前 交換後 

交換前 交換後 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．６   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉補機冷却水ポンプ（Ｄ）羽根車の指示模様について 

月 日 平 成 ２１年 ５月 ８日 （金 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉補機冷却水系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉補機冷却水系は、原子炉建屋内のポンプ・モーター等の冷却や残留熱除

去系等の冷却を行うものです（当該系統は、放射性物質を含まない系統）。 

 

 

 

 

所 見 

・ 原子炉補機冷却水ポンプ（Ｄ）（以下、「当該ポンプ」という。）の分解点検に

おいて浸透探傷検査※を実施したところ、当該ポンプの羽根車の吸込み側付け

根部に判定基準を超える指示模様を発見しました（５月８日）。 

・ プラント運転中において定期的に実施している運転確認試験では、所定の性能

が発揮されていることを確認しており、当該ポンプの機能に影響はありませ

ん。 

・ 羽根車の指示模様については、補修後に浸透探傷検査にて異常がないことを確

認しました。（５月２８日） 

 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

 

：淡水（放射能を含まない） 
：海水（放射能を含まない） 

原子炉補機 

冷却水ポンプ（Ｂ） 
   

原子炉補機冷却系 

熱交換器（Ｂ） 

  

 

    

 

 

 

原子炉補機冷却 
海水ポンプ（Ｄ） 

海水

負荷 
（熱交換器等） 

海水 

海へ 海へ 
原子炉補機 

冷却水ポンプ（Ｄ）

原子炉補機冷却 
海水ポンプ（Ｂ） 

原子炉補機冷却系

熱交換器（Ｄ） 原子炉補機冷却水ポンプ構造図 

羽根車

当該ポンプ 

羽根車付け根部指示模様写真
 

 
：指示模様 

（約３mm） 原子炉補機冷却系(Ｂ)系 系統概略図 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．７（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ａ）流量調節弁の動作不良について（対応結果）

月 日 平成２１年５月１３日（水） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉冷却材浄化系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材中に含まれている不純物を除去し、冷却材

の純度を高く保つための系統です。 

所 見 

・ 平成２１年５月１３日、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器（Ａ）流量調節弁（以

下、「当該弁」という。）の点検を実施中のところ、弁開度が７５％以上「開」

動作しなかった事象について、当該弁を分解したところ、ポジショナ※の動作不

良であることが確認されたことから、ポジショナについて新品に取替えを実施

し、作動試験により問題なく動作することを確認しました（６月１７日）。 
・ なお、本事象は当該弁の通常運転時の弁開度制御に影響を与えるものではあり

ません。 
※ ポジショナとは､弁の開閉信号に応じて弁の開度を調整するための装置。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                              
 

ポジショナ 

 

給水ライン 

主蒸気ライン 

非再生熱交換器 

再生熱交換器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉冷却材浄化系 系統概略図 

原子炉冷却材 
浄化系ポンプ 

原子炉再循環
ポンプ 

原子炉補機 
冷却水系 

再生熱交換器へ

Ｂ系へ 

ろ過脱塩器（Ａ） 

ろ過脱塩器入口弁 ろ過脱塩器出口弁

出口ストレーナ隔離弁 

当該弁 
原子炉冷却材 

浄化系ポンプより 

ろ過脱塩器（Ａ） 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．８（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット内弁の傷等について（対応結果） 

月 日 平成２１年５月１３日（水） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 制御棒駆動水圧系 設備区分 安全上重要な系統

設 備 概 要 
制御棒駆動水圧系は、制御棒の挿入、引抜き操作に必要な駆動水の水圧、流量を調

整し供給する系統です。 

所 見 

・ 平成２１年５月１３日、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットのアキュムレータド

レン弁（以下、「当該弁Ａ」という。）の分解点検を実施したところ、弁座シー

ト面に傷が確認されたことから、弁座について手入れを実施して継続使用するこ

とにしました（８月３１日）。 

・ また、他のユニットのアキュムレータドレン弁（以下、「当該弁Ｂ」という。）

の浸透探傷検査※を実施したところ、弁体シート面に指示模様が確認されたことか

ら、弁体について新品に取替えを実施しました（５月１４日）。 

・ 原因は、異物が入り込み、当該弁Ａ、Ｂの開閉操作をしたことにより生じたもの

と推定しました。 

・ なお、当該弁Ａ、Ｂは、点検後の水張り時において全閉とし、しみ出しがないこ

とを確認していることから安全上問題はありません。 

 
※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

 

水圧制御ユニット 系統概略図 

制御棒 

駆動水ヘッダより 

当該弁Ａ､Ｂ 

充填水ヘッダより 

アキュムレータ 窒素容器 

水 

窒素 

水圧制御ユニット 概略図 

アキュムレータ 

窒素容器 

排水受け皿へ 

窒素 

排水ヘッダへ 

スクラム排出容器へ

当該弁Ａの弁座シート面の状況 

当該弁Ｂの弁体シート面の状況 

直径約０．５ｍｍの指示模様

直径約１ｍｍの傷 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．９   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉冷却材浄化系弁シート面の指示模様について 

月 日 平 成 ２１年 ５月 １３日 （水 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉冷却材浄化系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉冷却材浄化系は、原子炉冷却材中に含まれている不純物を除去し、冷却

材の純度を高く保つための系統です。 

所 見 

・ 原子炉冷却材浄化系ブローライン機器ドレン系側止め弁（以下、「当該弁」と

いう。）の分解点検において浸透探傷検査※を実施したところ、当該弁の弁体

出口側シート面に指示模様を発見しました（５月１３日）。 

・ 当該弁は通常運転時は全開運用であり、プラントの運転に影響を与えるもの

ではないことから、本定期検査中に手入れ等を実施して継続使用することに

しました。 
 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

 

弁体シート面指示模様状況写真 
 

：指示模様箇所 
（約６ｍｍ） 

 

給水ライン 

主蒸気ライン 

非再生熱交換器 

再生熱交換器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉冷却材浄化系 系統概略図 

原子炉冷却材 
浄化系ポンプ 

原子炉再循環
ポンプ 

原子炉補機 
冷却水系 

廃液収集槽へ 

当該弁 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１０（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 低圧タービン（Ａ）内部車室遮熱板止め金具の浸食等について（対応結果） 

月 日 平 成 ２１年 ５月 １４日 （木 ） 発  生 発  見 確  認 

場 所 タービン建屋 設 備 蒸気タービン 設備区分 それ以外の系統 

設備概要 

蒸気タービン設備は、高圧タービン１台と低圧タービン２台で構成されており、

原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。 
車室とは、タービン翼等を覆っている構造物であり、内部車室と外部車室の二

重構造となっています。 

所 見 

・ 平成２１年５月１４日、蒸気タービン開放検査において低圧タービン（Ａ）の

遮熱板の外観目視点検を実施したところ、遮熱板止め金具に浸食（７９箇所）

および緩み（２０箇所）を確認していましたが、浸食が確認された金具につい

ては新品に取替えを実施し、緩みが確認された金具については補修を実施しま

した（７月１３日）。 

・ 浸食の原因については蒸気流によるもの、緩みの原因については振動および熱

によるものと推定しております。 

 

 

 

遮熱板止め金具浸食状況図（例） 

遮熱板止め金具 

系統概略図 

復水ポンプ 

復水器 
発電機 

高圧タービン 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

原子炉給水ポンプ 

低圧タービン 

低圧タービン（Ａ）内部車室 概略図

外側 

内側 

浸食部 

ワッシャーの外径：直径３８ｍｍ 

      内径：直径２４ｍｍ 

止め金具の外径：約２０ｍｍ 

遮熱板
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１１（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 低圧タービン（Ａ）車室部におけるひび等について（対応結果） 

月 日 平 成 ２１年 ５月 １８日 （月 ）～２１日 （木 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 タービン建屋 設 備 蒸気タービン 設備区分 それ以外の系統

設備概要 

蒸気タービン設備は、高圧タービン１台と低圧タービン２台で構成されてお

り、原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。 
車室とは、タービン翼等を覆っている構造物であり、内部車室と外部車室の二

重構造となっています。  

所 見 

・ ５月１８日から２１日に実施した蒸気タービン開放検査において、低圧タ

ービン（Ａ）の溶接部等について浸透探傷検査※を実施したところ、確認さ

れた判定基準を超えるひび等について、必要に応じてひびの除去、溶接補

修を実施しました（７月１３日）。 

 

 

・ なお、車室表面に確認されたひびは、製造過程で内部に生じた気泡等が蒸

気流によって浸食され、表面に現れたものであり、異常なものではありま

せん。 

 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

ひび等の大きさ 
確認箇所 箇 所 数 

線状（長さ） 円形（直径） 

内部

車室 

上半部 

（内側・外側） 
２８ 

長さ約２ｍｍ～ 

約１２ｍｍ 

直径約１ｍｍ～ 

約３ｍｍ 

外部

車室 

上半部 

（内側） 
１ 約２ｍｍ － 
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低圧タービン概略図 

原子炉格納容器内側 

原子炉圧力容器 

低圧タービン（Ｂ）

外部車室（上側） 

外部車室（下側） 

（材質） 
低圧内部車室   炭素鋼

復水ポンプ

給水ポンプ

復 水 器 

 

復 水 器 

発電機

 

内部車室（下側） 

内部車室（上側） 

高圧タービン 低圧タービン（Ａ）

上半部 

下半部 

復水ポンプ 

給水ポンプ 
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低圧タービン（Ａ）内部車室上半部外側

発電機側 

高圧タービン側 

高圧タービン側 

発電機側 

：ひびを確認した部位 

右側

左側 

左側

右側 
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：ひびを確認した部位 
低圧タービン（Ａ）内部車室上半部内側 

 

低圧タービン（Ａ）外部車室上半部

高圧タービン側 

発電機側 

高圧 
タービン側 

発電 

機側 

発電 

機側 

高圧 
タービン側 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１２（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 非常用ディーゼル発電機（Ｂ）ピストンピンの指示模様について（対応結果） 

月 日 平成２１年５月１９日（火） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設 備
非常用ディーゼル 

発電機 
設備区分 

安全上重要な 

系統 

設備概要 
非常用ディーゼル発電機は、外部電源喪失時、安全に原子炉を停止させるために

必要となる非常用電源を供給する電源設備で、３台設置されています。 

所 見 

・ 平成２１年５月１９日、非常用ディーゼル発電機（Ｂ）号機の分解点検におい

て浸透探傷検査※を実施したところ、ピストンピンに判定基準を超える指示模

様を確認していましたが、当該ピストンピンを新品に取替え、その後、試運転

を行い問題が無いことを確認しました（６月１３日）。 

・ 原因は、製造過程で内部に生じた傷等が、運転による経年的な摩耗により表面

に現れたものと推定しています。 

・ なお、本事象は、プラント運転中に定期的に実施している運転確認試験におい

て、非常用ディーゼル発電機の性能に影響を与えるものではないことを確認し

ております。 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

ピストンピン指示模様状況写真 

（長さ約４ｍｍ） 

：指示模様 

ピストン連接

ピストン 

シリンダーヘッド 

ピストンピン 

 

非常用ディーゼル機関 断面図 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１３   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉再循環系弁の弁棒の傷について 

月 日 平 成 ２１年 ５月 ２０日 （水 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉再循環系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 
原子炉再循環系は、原子炉内の冷却水を原子炉再循環ポンプ循環させ、循環水

量の調整により原子炉の出力を増減させる系統です。 

所 見 

・ 原子炉再循環ポンプ（Ａ）吐出弁（以下、「当該弁」という。）の分解点検を

実施したところ、弁棒摺動部に３箇所の傷を発見しました（５月２０日）。 

・ 当該弁の弁棒摺動部の傷は、前回の分解点検以降、摺動部に異物が入り込み、

その後、当該弁の開閉操作をしたことにより出来たものと推定しました。 

・ この傷は、弁の開閉動作に影響を与えるものではありませんが、当該弁の弁

棒を新品に取替えました（５月２７日）。 

 

   

 

弁棒傷状況写真 

：傷発生箇所 

約６０ｍｍ 

約３６ｍｍ 

約２２ｍｍ 

当該弁 

原子炉再循環系系統概要図 

原
子
炉
圧
力
容
器 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１４   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットからの水の漏えいについて 

月 日 平成２１年５月２５日（月） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 制御棒駆動水圧系 設備区分 安全上重要な系統

設 備 概 要 
制御棒駆動水圧系は、制御棒の挿入、引抜き操作に必要な駆動水の水圧、流量を

調整し供給する系統です。 

所 見 

・ 制御棒駆動水圧制御ユニットの配管継手養生部から５リットル程度の水漏れが

あることを発見しました（５月２５日）。 

・ 漏えいした水の放射能量は約１．３×１０６Ｂｑ（法令に基づく報告対象は３．

７×１０６Ｂｑ）であり、本事象による外部への放射性物質の放出はありません

でした。 

・ その後、当該配管継手部下流側の弁（以下、「当該弁」という。）を増し締めし

たところ漏えいは止まりました（５月２５日）。 

・ これは、同日、フリージング工法※にて当該弁の分解点検を実施しており、点検

後、完全に全閉となっていなかったために、自然解凍した配管内の水が当該弁を

通して開口していた配管継手養生部より漏れ出したものです。 

 
※ フリージング工法とは、弁の分解点検等のため、配管内の水をドライアイス等により凍結

させ水の流れを止める工法です。 

 

 

フリージング実施箇所 

分解点検後に完全に全閉 
となっていなかった 

挿
入 

水圧制御ユニット 系統概略図 

制御棒 

排水ヘッダへ 

駆動水ヘッダより 

充填水ヘッダより 

窒素容器 

水圧制御ユニット 概略図 

アキュムレータ 

窒素容器 

配管継手養生部から水が滴下 

窒素 

水 

窒素 

当該弁 

当該配管継手部 

点検のためにアキュムレータ
を取外した状態 

当該弁 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１５（改）   （平成２１年５月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉隔離時冷却系弁の弁棒の指示模様について（対応結果） 

月 日 平成２１年５月２８日（木） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉隔離時冷却系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設 備 概 要 
原子炉隔離時冷却系は、主蒸気隔離弁が閉じ原子炉が隔離された場合に、原子炉

内の水位を確保し冷却するための系統です。 

所 見 

・ 平成２１年５月２８日、原子炉隔離時冷却系主蒸気止め弁（以下、「当該弁」と

いう。）の分解点検において浸透探傷検査※を実施したところ、弁棒に２箇所の

指示模様が確認されたことから、弁棒について新品に取替えを実施しました（７

月９日）。 

・ 弁棒の指示模様は、弁体と弁棒を取外す際に生じたものと推定しました。 

・ なお、この指示模様は、当該弁の開閉動作に影響を与えるものではありません。

 
※ 浸透探傷検査とは、非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

 

原子炉隔離時冷却系 系統概略図 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器 

主タービンへ

復水貯蔵タンク 

当該弁 

圧力抑制室 

当該弁弁棒全体図 

指示模様状況写真 

長さ：2mm 

長さ：3mm 

原子炉隔離時冷却系 
ポンプ駆動用 
蒸気タービン 

原子炉隔離時
冷却系ポンプ
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１６（改）   （平成２１年６月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 低圧タービン（Ａ）車室部におけるひびについて（対応結果） 

月 日 平 成 ２１年 ５月 ２５日 （月 ）～６月 １日 （月 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 タービン建屋 設 備 蒸気タービン 設備区分 それ以外の系統

設備概要 

蒸気タービン設備は、高圧タービン１台と低圧タービン２台で構成されてお

り、原子炉で発生した蒸気でタービンを回して発電機を回転させる設備です。 
車室とは、タービン翼等を覆っている構造物であり、内部車室と外部車室の二

重構造となっています。 

所 見 

・ ５月２５日から６月１日に実施した蒸気タービン開放検査において、低圧

タービン（Ａ）の溶接部等について浸透探傷検査※を実施したところ、確認

された判定基準を超えるひびについて、必要に応じてひびの除去、溶接補

修を実施しました（７月１３日）。 

 

 

・ なお、車室表面に確認されたひびは、製造過程で内部に生じた気泡等が蒸

気流によって浸食され、表面に現れたものであり、異常なものではありま

せん。 

 

※ 浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

ひび等の大きさ 
確認箇所 箇 所 数 

線状（長さ） 円形（直径） 

隔板 上半部 １ 約７０ｍｍ － 

内部

車室 

下半部 

（内側） 
１４ 

約１．５ｍｍ～  

約１３０ｍｍ 

－ 
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低圧タービン概略図 

原子炉格納容器内側 

原子炉圧力容器 

低圧タービン（Ｂ）

外部車室（上側） 

外部車室（下側） 

（材質） 
低圧内部車室   炭素鋼

復水ポンプ

給水ポンプ

復 水 器 

 

復 水 器 

発電機

 

内部車室（下側） 

内部車室（上側） 

高圧タービン 低圧タービン（Ａ）

上半部 

下半部 
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：ひびを確認した部位 

  低圧タービン（Ａ）内部車室下半部内側

 

高 圧

TB側 

 

 

 

発電 

機側 

隔板上半部 

隔板 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１７   （平成２１年６月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 原子炉隔離時冷却系注入ライン試験可能逆止弁の動作不良について 

月 日 平成２１年６月１０日（水） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 原子炉隔離時冷却系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設 備 概 要 
原子炉隔離時冷却系は、主蒸気隔離弁が閉じ原子炉が隔離された場合に、原子炉

内の水位を確保し冷却するための系統です。 

所 見 

・ 原子炉隔離時冷却系注入ライン試験可能逆止弁（以下、「当該弁」という。）の

外観点検を実施したところ、現場の弁開度計が全閉位置を示していないことを発

見しました（６月１０日）。 

・ その後の動作試験においても弁開度計が全閉位置を示さなかったことから、当該

弁について分解点検を実施し、再度、動作試験を行い問題のないことを確認しま

した（６月２３日）。 

・ 全閉しなかった原因は、当該弁軸封部の摺動抵抗の影響によるものと推定してい

ます。 

・ なお、本事象は、プラント運転中に定期的に実施している動作確認試験において、

当該弁の開動作に問題がないことを確認していることから、原子炉隔離時冷却系

の機能に影響を与えるものではありません。 

 

原子炉隔離時冷却系 系統概略図 

原子炉格納容器 

原
子
炉
圧
力
容
器

主タービンへ 

復水貯蔵タンク 

当該弁 

圧力抑制室 

原子炉隔離時冷却系 
ポンプ駆動用 
蒸気タービン 

原子炉隔離時
冷却系ポンプ

当該弁 構造図 
弁体 

軸封部 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１８（改）   （平成２１年６月分）

号 機 ２号機 定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 非常用ディーゼル発電機（Ａ）ピストンピンの指示模様について（対応結果） 

月 日 平成２１年６月２５日（木） 発  生 発  見 確  認 

場 所 原子炉建屋 設 備
非常用ディーゼル 

発電機 
設備区分 

安全上重要な 

系統 

設備概要 
非常用ディーゼル発電機は、外部電源喪失時、安全に原子炉を停止させるために

必要となる非常用電源を供給する電源設備で、３台設置されています。 

所 見 

・ 平成２１年６月２５日、非常用ディーゼル発電機（Ａ）号機の分解点検におい

て浸透探傷検査※を実施したところ、ピストンピンに判定基準を超える指示模

様を確認していましたが、当該ピストンピンを新品に取替え、その後、試運転

を行い問題がないことを確認しました（７月２７日）。 

・ 原因は、製造過程で内部に生じた傷等が、運転による経年的な摩耗により表面

に現れたものと推定しています。 

・ なお、本事象は、プラント運転中に定期的に実施している運転確認試験におい

て、非常用ディーゼル発電機の性能に影響を与えるものではないことを確認し

ております。 

※浸透探傷検査とは非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

ピストンピン指示模様状況写真 

（長さ約７ｍｍ） 

：指示模様 

ピストン連接棒 

ピストン

シリンダーヘッド 

ピストンピン 

 

非常用ディーゼル機関 断面図 
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女川原子力発電所 定期検査・主要機器点検情報 

Ｎｏ．１９（改）   （平成２１年７月分）

号 機 ２号機  定 期 検 査 第１０回定期検査 

件 名 残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁の弁棒の指示模様について（対応結果） 

月 日 平 成 ２１年 ７月 １日 （水 ） 発  生 発  見 確  認

場 所 原子炉建屋 設 備 残留熱除去系 設備区分 
安全上重要な 

系統 

設備概要 

残留熱除去系（ＲＨＲ）は、原子炉を停止した後に、原子炉より発生する崩壊

熱を除去・冷却するための機能や、冷却材喪失事故時には非常用炉心冷却系とし

て原子炉へ冷却水を注入する機能等を有する系統です。 

所 見 

・ 平成２１年７月１日、残留熱除去系熱交換器（Ａ）出口弁（以下、「当該弁」

という。）の分解点検において浸透探傷検査※を実施したところ、弁棒に２箇

所の判定基準を超える指示模様が確認されたことから、弁棒について新品に

取替えを実施しました（８月４日）。 

・ なお、この指示模様は、当該弁の開閉動作に影響を与えるものではありませ

ん。 

※ 浸透探傷検査とは、非破壊検査の一種で、探傷剤を使用してひび等を見つける検査。 

 

 

当該弁構造図 

残留熱除去系（RHR）系統図 

RHR 熱交換器（A） RHR 熱交換器（B） 

RHR 

ﾎﾟﾝﾌﾟ（A） 
RHR 

ﾎﾟﾝﾌ （゚B）

RHR 

ﾎﾟﾝﾌﾟ（C）

当該弁 

当該弁の弁棒の指示模様（例） 

（約５０ｍｍ） 

弁棒 

水の流れ 
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添付資料 

 

 

 

女川原子力発電所 第２号機 第１０回定期検査の 

実施状況以外として公表した情報 
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電  力  情  報 

ＮＯ．８５ 

平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ３ 日 

                                                    東北電力（株）広報・地域交流部 

                                                 ℡(代)022(225)2111 

 

女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査について 

 

 女川原子力発電所２号機は、平成２１年３月２６日より約７ヵ月の予定で、    

第１０回定期検査を実施いたします。 

 

定期検査※1 は電気事業法に基づき、原子炉およびその附属設備等が国の定める技術

基準に適合し、健全性が確保されていることを確認するために実施するものです。 

あわせて、定期事業者検査※1 を実施するとともに定期安全管理審査※2 を受審いたし

ます。 

 

今回の定期検査では、燃料の取替えや制御棒駆動機構の点検、復水器細管の点検、

配管減肉に係る点検等を行うこととしております。 

 

今回の定期検査の概要は別紙のとおりです。 

以 上 

 

＜女川原子力発電所２号機の概要＞ 

・所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市 

・定格電気出力 ８２万５千キロワット 

・原子炉型式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

・運 転 開 始 平成７年７月２８日 

 
※１ 改正電気事業法（平成１５年１０月１日施行）により、従来、国が実施してきた定期検査

および電気事業者が実施してきた自主点検を合わせて、定期事業者検査として位置付け、

検査結果を記録・保存することなどが新たに義務付けられている。また、定期事業者検査

の一部について原子力安全・保安院または独立行政法人原子力安全基盤機構による立会や

記録確認が実施され、これが定期検査と位置付けられている。 

 

※２ 定期事業者検査に関して事業者の組織、体制、検査方法などについて独立行政法人原子力

安全基盤機構が審査し、その審査結果に基づき原子力安全・保安院が電気事業者の検査実

施体制を評定する制度。 

Ｎｏ．１ 
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（別  紙） 

 

 

女川原子力発電所２号機 第１０回定期検査の概要 

 

 

１．定期検査の期間 

平成２１年３月２６日（木）から約７ヵ月間 

 

２．定期検査および定期事業者検査を実施する主な設備 

（１） 原子炉本体 

（２） 原子炉冷却系統設備 

（３） 計測制御系統設備 

（４） 燃料設備 

（５） 放射線管理設備 

（６） 廃棄設備 

（７） 原子炉格納施設 

（８） 非常用予備発電装置 

（９） 蒸気タービン設備 

 

３．定期検査期間中に実施する主要な点検ならびに作業計画 

（１）燃料の取替え 

５６０体ある燃料集合体について、１１２体程度を新燃料に取替える 

計画としております。 

 

（２）制御棒駆動機構の点検 

１３７本ある制御棒駆動機構のうち２０本を取外し、そのうち１４本に

ついて分解点検を実施します。なお、残りの６本については、予備品と  

取替えることとしております。 

 

（３）出力領域モニタの取替え 

３１本ある出力領域モニタについては、性能機能維持を図るため、９本

の取替えを実施します。 

 

（４）復水器細管の点検 

約２６，６００本ある復水器細管のうち、約１，８００本（Ａ系、Ｂ系：

各９００本）について点検し、必要に応じて補修を実施します。 
 
 
 



 －51－

 （５）配管減肉に係る検査 

      原子炉系およびタービン系の配管約３，２００箇所について肉厚測定 

検査を実施します。 

 

 （６）水没弁点検 

      原子炉圧力容器や圧力抑制室に接続されている配管に設置されている弁

について、原子炉圧力容器の水を抜き、分解点検を実施します。 
 

  （７）原子炉再循環系配管の点検 

原子炉再循環系配管の溶接継手部について、超音波探傷検査を実施しま

す。 

 

 （８）制御棒監視装置更新工事 

原子炉手動制御装置、制御棒位置指示装置および全制御棒駆動時間測定

装置について、性能機能維持を図るため、取替えを実施します。 

 

 （９）耐震裕度向上工事 

      更なる耐震安全性の向上を図るため、自主的に設備の耐震裕度向上工事

を実施します。 
 

以 上 

 

 

＜参考＞当社原子力発電所の現況 

○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２０年２月１４日から定期検査中 

                  （本日より発電再開） 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２１年３月２６日から第１０回定期検査予定 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２０年１１月２６日から定期検査中 

  

○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 
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平成２１年３月２６日 
東 北 電 力 株 式 会 社 

 
 

女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査開始について 
  
女川原子力発電所２号機は、平成２１年３月２６日午前１時００分に発電を

停止し、予定どおり第１０回定期検査に入りましたのでお知らせいたします。 

 

なお、定期検査の期間は、約７カ月の予定です。 

 
以 上 

 
【参考】 

＜女川原子力発電所２号機の概要＞ 

・所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市 

・定格電気出力 ８２万５千キロワット 

・原子炉型式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

・運 転 開 始 平成７年７月２８日 

 

＜当社原子力発電所の現況＞ 

○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２０年２月１４日から定期検査中 

                  （３月２３日より発電再開） 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）本日より第１０回定期検査開始 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２０年１１月２６日から定期検査中 

 

○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ） 運転中 

 

Ｎｏ．２ 
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平 成 ２ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 

東北電力(株)広報・地域交流部 

℡(代表)022(225)2111 

 

 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う 

女川原子力発電所２、３号機の耐震安全性評価の中間報告等について 
 
 

当社は、平成２０年３月２８日に「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の改訂に伴う女川原子力発電所１号機および東通原子力発電所１号機の耐震安全性

評価結果の中間報告を取りまとめ、原子力安全・保安院に報告しております。 

（平成２０年３月２８日お知らせ済み） 

 
このたび、女川原子力発電所２号機および３号機の原子炉建屋および安全上重要な

機能を有する耐震重要度分類＊１Ｓクラスの主要な設備の耐震解析・評価の結果を 

取りまとめ、本日、同院に報告しました。 

 
また、平成２１年２月２０日に同院より「耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原子

力施設の耐震安全性評価における弾性設計用地震動Ｓｄによる確認等について」の 

指示を受けたことから、女川原子力発電所１、２および３号機、ならびに東通原子力

発電所１号機の原子炉建屋について、弾性設計用地震動Ｓｄ＊２による確認を行い、

その結果についても、あわせて同院に報告しました。 

 
報告書の概要は別紙のとおりです。 

 
以 上 

 
 
＊１ 耐震重要度分類とは、施設の耐震設計上の重要度を、地震により発生する可能

性のある環境への放射線による影響の観点から、施設の種別に応じて分類したも

ので、Ｓクラス、Ｂクラス、Ｃクラスに分けられます。 

＊２ 弾性設計用地震動Ｓｄとは、耐震安全上重要な施設が基準地震動Ｓｓに対して

安全機能が確実に保持できるよう設計するために、弾性設計用に設定される地震

動のことです。弾性設計とは、機器や建物が地震力などの力を受けて変形しても

その力が除去されれば元の状態に戻るような構造・強度で設計することです。 

 
（別 紙） 

１．女川原子力発電所２、３号機「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の改訂に伴う耐震安全性評価結果 中間報告書の概要 

２．女川原子力発電所および東通原子力発電所の原子炉建屋の弾性設計用地震動 

Ｓｄによる確認結果の概要 

お 知 ら せ 
Ｎｏ．３ 
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別紙１ 

 

女川原子力発電所２、３号機 

「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果 

中間報告書の概要 

 

 女川原子力発電所については、耐震設計審査指針の改訂に伴う耐震安全性評価におい

て、平成２０年３月２８日に中間報告として｢敷地周辺･敷地近傍･敷地の地質｣、「基準地

震動 Ｓｓの策定」および「安全上重要な施設の耐震安全性評価（１号機の主要な施設）」

を提出しています。 

このたび、女川原子力発電所２、３号機における原子炉建屋や安全上重要な機能を有

する耐震Ｓクラスの主要な設備の耐震解析・評価を実施し、まだ解析・評価が終了して

いない女川原子力発電所２号機の主要な配管を除いて、耐震安全性が確保されているこ

とを確認したことについて、中間報告（改訂版）として提出しました。 

 評価の概要は以下のとおりです。 

 

１．安全上重要な建物・構築物の耐震安全性評価 

女川２、３号機原子炉建屋の耐震安全性の評価にあたっては、建屋全体の健全性を

確認する観点から、地震応答解析の結果による耐震壁のせん断ひずみ（せん断応力に

よる部材のゆがみ）を評価しました。 

  下図に示すとおり、いずれの建屋も評価基準値以下となっていることを確認しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全上重要な機器・配管系の耐震安全性評価 

原子炉を「止める」、「冷やす」、放射性物質を「閉じ込める」に係る安全上重要な機

能を有する主要な施設について、基準地震動Ｓｓに対する評価を実施しました。 

下表に示すとおり、いずれの設備も発生値は評価基準値以下となっていることを確

認しました。 

なお、女川２号機の主要な配管については、評価が終了した時点で報告します。 

OW-K 

IW-J 

SW 

IW-C 

OW-A

τ(N/mm2) 

γ(×10-3) 
2.0 1.0 0 

1 

2 

3 

4 

5 

せ
ん
断
応
力
度 

せん断ひずみ 

CRF 

3F 

1F

2F 
B2F 

B3F 

B1F 

耐震壁のせん断ひずみ（女川２号機） 

せん断ひずみ（最大）：1.15×10-3

（NS 方向、クレーン階） 

評価基準値：2.0×10-3 

OW-J 

IW-H 

SW 

IW-B 

OW-A

τ(N/mm2) 

せ
ん
断
応
力
度 

3F

B3F

1F

CRF

2F

B2F
せん断ひずみ（最大）：0.99×10-3

（NS 方向、3階） 

評価基準値：2.0×10-3 

B1F
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2.0 1.0 0 
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2 
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4 

5 

せん断ひずみ 

CRF
3F
2F
1F
B1F
B2F
B3F

耐震壁のせん断ひずみ（女川３号機） 
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表１－１ 構造強度評価結果（女川２号機） 

区分 評価設備 発生値 評価基準値 結果 

閉じ込める 原子炉圧力容器（基礎ﾎﾞﾙﾄ） 94 [N/mm2] 499 [N/mm2] ○ 

止める 炉心支持構造物（ｼｭﾗｳﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾚｸﾞ） 130 [N/mm2] 209 [N/mm2] ○ 

閉じ込める 原子炉格納容器（ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ部） 0.39 1 ○ 

冷やす 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ（原動機台取付ﾎﾞﾙﾄ） 27 [N/mm2] 444 [N/mm2] ○ 

冷やす 残留熱除去系配管（配管本体） ― ― ― 

閉じ込める 主蒸気系配管（配管本体） ― ― ― 

 

 

表１－２ 動的機能維持評価結果（女川２号機） 

区分 評価設備 発生値 評価基準値 結果 

止める 制御棒挿入性（燃料集合体相対変位） 19.5 [mm] 40.0 [mm] ○ 

 

 

 

表２－１ 構造強度評価結果（女川３号機） 

区分 評価設備 発生値 評価基準値 結果 

閉じ込める 原子炉圧力容器（基礎ﾎﾞﾙﾄ） 102 [N/mm2] 499 [N/mm2] ○ 

止める 炉心支持構造物（ｼｭﾗｳﾄﾞｻﾎﾟｰﾄﾚｸﾞ） 81 [N/mm2] 209 [N/mm2] ○ 

閉じ込める 原子炉格納容器（ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ部） 0.50 1 ○ 

冷やす 残留熱除去系ﾎﾟﾝﾌﾟ（原動機台取付ﾎﾞﾙﾄ） 40 [N/mm2] 444 [N/mm2] ○ 

冷やす 残留熱除去系配管（配管本体） 229 [N/mm2] 363 [N/mm2] ○ 

閉じ込める 主蒸気系配管（配管本体） 230 [N/mm2] 375 [N/mm2] ○ 

 

 

表２－２ 動的機能維持評価結果（女川３号機） 

区分 評価設備 発生値 評価基準値 結果 

止める 制御棒挿入性（燃料集合体相対変位） 21.1 [mm] 40.0 [mm] ○ 

 
以 上 
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別紙２ 

 

女川原子力発電所および東通原子力発電所の 

原子炉建屋の弾性設計用地震動Ｓｄによる確認結果の概要 

 

 

平成２１年２月２０日、原子力安全・保安院より耐震設計審査指針の改訂に伴う既設原

子力発電所の耐震安全性評価の際に、主要な建物や代表的な設備に関して弾性設計用地震

動Ｓｄ＊１による確認等を行うよう指示がありました。 

この指示に基づき、女川原子力発電所１、２および３号機、ならびに東通原子力発電所

１号機の原子炉建屋について弾性設計用地震動Ｓｄによる地震応答解析を実施しました。 

解析の結果、応答値は、耐震壁に発生する層せん断力＊2 が、耐震壁内の鉄筋の弾性範囲

で負担できる層せん断力＊３を下回ったものとなっており、施設全体として概ね弾性範囲に

留まっている結果となっています。 

  

 

弾性設計用地震動Ｓｄによる原子炉建屋の確認結果 

層せん断力

（kN） 

鉄筋の弾性範囲で負担

できる層せん断力（kN） 
比率 

対象号機 
比率が最大と

なる階 
（a） （b） （a／b） 

女川 1号機 5 階 57.8×103  80.5×103 0.72 

女川 2号機 3 階 77.0×103 120.8×103 0.64 

女川 3号機 3 階 94.8×103 180.3×103 0.53 

東通 1号機 3 階 72.8×103 143.0×103 0.51 

 

＊１）弾性設計用地震動Ｓｄは施設の弾性設計に用いる地震動で、その大きさは、新耐震指針では基準地震

動Ｓｓに対する比率の値は「０．５を下回らないような値で求められることが望ましい」と記載されて

います。女川原子力発電所及び東通原子力発電所の弾性設計用地震動Ｓｄは、いずれもそれぞれの基準

地震動Ｓｓ－Ｄの０．６７倍として設定しています。 

＊２）層せん断力とは、地震によって各階の耐震壁に発生するせん断力の階毎の総和です。 

＊３）鉄筋の弾性範囲内で負担できる層せん断力とは、耐震壁内の設計配筋量のみで負担できる短期せん断

応力度から求めた弾性限耐力です。なお、新耐震指針では弾性設計用地震動Ｓｄに対する許容限界につ

いて、「必ずしも厳密な弾性限界ではなく、局部的に弾性限界を超える場合を容認しつつも施設全体とし

て概ね弾性範囲内に留まることで十分である」と記載されています。 

 

 以 上 
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平 成 ２ １ 年 ８ 月 ２ ８ 日 

東北電力(株)広報・地域交流部 

℡(代表)022(225)2111 

 

 

 

女川原子力発電所２、３号機の耐震安全性評価結果の報告延期について 
 
 

当社は、現在、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴い、   

原子力発電所の耐震安全性評価を実施しております。 

 

女川原子力発電所については、平成 20 年３月に１号機の中間報告を原子力安全・

保安院に提出しておりますが、現在、その内容について審議中であり、平成 20 年

12 月に予定していた 1 号機の最終報告は、中間報告に関する審議状況を踏まえた報

告とするため延期しているところです。 

 

また、２、３号機については、平成 2１年３月に原子力安全・保安院に中間報告を

提出しておりますが、耐震安全性評価実施計画書において平成 21 年 8 月に予定し

ていた最終報告については、審議でのご指摘などを反映するため、1 号機と同様に延

期することといたしました。 

 

１、２、３号機それぞれの最終報告時期については、現時点では未定ですが、まと

まり次第、速やかに原子力安全・保安院に報告することとしております。 

 

なお、当社では、更なる耐震安全性の向上に努めていくため、女川原子力発電所お

よび東通原子力発電所において自主的に設備の耐震裕度向上工事を実施しておりま

すが、今般、女川原子力発電所２、３号機および東通原子力発電所１号機の排気筒に

ついて、耐震裕度向上工事を実施することとしました。 

 

以 上 

 
（参考） 
  女川２、３号機および東通１号機 排気筒耐震裕度向上工事の実施について 

お 知 ら せ 

Ｎｏ．４ 
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［女川原子力発電所の耐震安全性評価に関するこれまでの経緯］ 

 

○ 女川原子力発電所１号機の新耐震指針に照らした耐震安全性評価については、実

施計画（平成１９年８月２０日にお知らせ済み）に基づき、平成２０年３月に中

間報告※を行い（平成２０年３月２８日にお知らせ済み）、平成２０年１２月には

最終報告を行う予定としていました。 

 

※ 新耐震指針に照らした各種地質調査を実施し、全般的に保守的な評価を行い、

基準地震動Ｓｓを策定。この基準地震動Ｓｓにより、原子炉建屋および安全上

重要な機能を有する主要な設備の耐震解析・評価を行い、耐震安全性が確保さ

れていることを確認。 

 

○ 平成１９年１２月２７日に、原子力安全・保安院より、同年７月に発生した新潟

県中越沖地震を踏まえた耐震安全性評価に反映すべき事項（中間取りまとめ）の

通知がありました。 

中間取りまとめについては、中間報告に反映し、安全上重要な設備のうち主要な

設備についての耐震安全性が確保されていることを確認しています。 

 

○ その後、平成１９年１２月の中間取りまとめに加え、新潟県中越沖地震による東

京電力柏崎刈羽原子力発電所への影響検討が進んだことを踏まえ、平成２０年９

月４日に、原子力安全・保安院より、地震および地震動の評価と施設の耐震安全

性評価に関する反映事項について通知がありました。 

 

○ 平成２０年 12 月には、女川原子力発電所 1 号機の最終報告書について、国の審

議状況を踏まえた報告とするため、報告の延期をお知らせしております。（平成

20 年 12 月 25 日お知らせ済み） 

 

○ また、平成２１年 3 月３１日には、女川原子力発電所２、３号機の主要な設備に

関する耐震安全性評価の中間報告を行っております。（平成２１年 3 月 31 日お

知らせ済み） 
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女川２、３号機および東通１号機 排気筒耐震裕度向上工事の実施について 

 

１．女川２、３号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要 

・既設の支持鉄塔を鋼材で補強する 

・既設の筒身と支持鉄塔を制震装置（弾塑性ダンパー）を介して連結する 

・既設の基礎内部の埋戻土をコンクリートで置換する 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 女川２、３号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要 
 

参 考 

制震装置を介して 

筒身と支持鉄塔を連結 
支持鉄塔を

鋼材で補強

鋼材 

筒身（既設） 

◆ 
◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

◆ 

制震装置設置位置 
(各筒身の 4 方向に設置) 

◆制震装置位置 

基礎内部の埋戻土をコンクリートで置換 

既設の基礎（コンクリート） 

筒身 支持鉄塔 

制震装置概要図 

筒身
支持鉄塔 
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２．東通１号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要 

・既設の筒身を支持する支持鉄塔（基礎も含む）を新設する 

・筒身と支持鉄塔を制震装置（弾塑性ダンパー）で連結する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－２ 東通１号機 排気筒耐震裕度向上工事の概要 
 
 

以 上 

支持鉄塔（新設） 

支持鉄塔の基礎（新設） 

制震装置を介して 

筒身と支持鉄塔を連結 

筒身（既設）

制震装置設置位置 
(筒身の 4 方向に設置) 

■制震装置位置 

■ 

■ ■ 

■ 

筒身 支持鉄塔

制震装置概要図 

筒身
支持鉄塔 

筒身の基礎（既設） 



 

－61－ 

平成２１年９月２３日 
東 北 電 力 株 式 会 社 

 
 

女川原子力発電所２号機の原子炉起動について 
 

 
女川原子力発電所２号機は、平成２１年３月２６日より第１０回定期検査を 

実施しておりますが、本日（９月２３日）１６時００分、原子炉を起動いたし

ました。 

 

 今後は、徐々に原子炉の出力を上昇させながら、設備の健全性を確認した  

上で発電を再開（調整運転）いたします。 

 
以 上 

 
【参考】 

＜女川原子力発電所２号機の概要＞ 

・所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市 

・定格電気出力 ８２万５千キロワット 

・原子炉型式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

・運 転 開 始 平成７年７月２８日 

 

＜当社原子力発電所の現況＞ 

○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２１年３月２６日から定期検査中 

                  （本日、原子炉起動） 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

 

○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ） 平成２１年９月１２日から定期検査中 

 

Ｎｏ．５ 
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平成２１年９月２７日 
東 北 電 力 株 式 会 社 

 
 

女川原子力発電所２号機の発電再開について 
  
女川原子力発電所２号機は、９月２３日１６時００分に原子炉を起動し  

（９月２３日お知らせ済み）、その後、徐々に原子炉の出力を上昇し、準備が  

整ったことから、本日（９月２７日）７時００分に発電を再開いたしました。 

 

今後は、定期検査の最終段階である調整運転を続けた後、平成２１年１０月  

下旬に経済産業省による最終検査を受け、定期検査を終了する予定です。 

 
以 上 

 
【参考】 

＜女川原子力発電所２号機の概要＞ 

・所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市 

・定格電気出力 ８２万５千キロワット 

・原子炉型式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

・運 転 開 始 平成７年７月２８日 

 

＜当社原子力発電所の現況＞ 

○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）平成２１年３月２６日から定期検査中 

                  （本日、発電再開） 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

 

○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ） 平成２１年９月１２日から定期検査中 

Ｎｏ．６ 
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電  力  情  報 

ＮＯ．５０ 

 

平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 ２ ２ 日 

                                                    東北電力（株）広報・地域交流部 

                                                ℡(代)022(225)2111 

 

女川原子力発電所２号機の第１０回定期検査終了について 

 

 

女川原子力発電所２号機は、平成２１年３月２６日より第１０回定期検査を実施して

おりましたが、本日（１０月２２日）１６時００分、経済産業省による最終検査に合格

し、定期検査を終了いたしました。定期検査の概要は別紙のとおりです。 

 

以 上 

 

 

【参 考】 

＜女川原子力発電所２号機の概要＞ 

・所 在 地 宮城県牡鹿郡女川町および石巻市 

・定格電気出力 ８２万５千キロワット 

・原 子 炉 型 式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ） 

・運 転 開 始 平成７年７月２８日 

 

＜当社原子力発電所の現況＞ 

  ○女川原子力発電所 

１号機（定格電気出力５２万４千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

２号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）本日、定期検査終了 

３号機（定格電気出力８２万５千ｷﾛﾜｯﾄ）運転中 

 

  ○東通原子力発電所 

１号機（定格電気出力１１０万ｷﾛﾜｯﾄ） 平成２１年９月１２日から定期検査中 

Ｎｏ．７ 
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女川原子力発電所２号機 第１０回定期検査の概要 

 

１．定期検査の期間 

平成２１年３月２６日（木）～平成２１年１０月２２日（木） ２１１日間 

（発電停止期間：平成２１年３月２６日～平成２１年９月２７日 １８６日間） 

 

２．主要な点検ならびに作業の結果 

（１）燃料の取替え 

５６０体ある燃料集合体のうち、１１２体を新燃料へ取替えました。 

 

（２）制御棒駆動機構の点検 

１３７体ある制御棒駆動機構のうち、２２体を取外し、そのうち１６体につい

て分解点検を実施してその健全性を確認しました。また、残りの６体については、

予備品との取替えを実施しました。 

なお、定期検査開始当初、取外しを２０体、分解点検を１４体の予定としてい

ましたが、水没弁点検にともない原子炉圧力容器底部に閉止栓を取り付ける際に

干渉する２体の制御棒駆動機構を取外し、その２体について、追加で分解点検を

実施しました。 

 

（３）出力領域モニタの取替え 

３１本ある出力領域モニタについては、性能機能維持を図るため９本の取替え

を実施しました。 

 

（４）復水器細管の点検 

約２６，６００本ある復水器細管のうち約１，８００本（Ａ系、Ｂ系：     

各９００本）について点検を行い、健全性を確認しました。 

なお、予防保全の観点から減肉等が確認された細管２本（Ａ系、Ｂ系：各１本）

について施栓を行いました。 

 

（５）配管減肉に係る点検 

原子炉系およびタービン系の配管約３，２００箇所について肉厚測定検査を実

施した結果、大きな減肉はなく安全性が確保されていることを確認しました。 

 

（６）水没弁点検 

原子炉圧力容器や圧力抑制室に接続されている配管に設置されている弁につい

て、原子炉圧力容器の水を抜き、分解点検を実施しました。なお、傷等が確認さ

れた弁については、部品の取替え、点検・手入れを実施し、機能上問題が無いこ

とを確認しました。 

（別 紙） 
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（７）原子炉再循環系配管の点検 

原子炉再循環系配管の溶接継手部について、超音波探傷検査を実施し、問題が

ないことを確認しました。 

 

（８）制御棒監視装置更新工事 

原子炉手動制御装置、制御棒位置指示装置および全制御棒駆動時間測定装置に

ついて、性能機能維持を図るため、取替えを実施しました。 

 

（９）耐震裕度向上工事 

更なる耐震安全性の向上を図るため、自主的に設備の耐震裕度向上工事を実施

しました。 

その結果、約９００箇所について、安全上重要な配管・電路類等の支持構造物

（サポート）の取り付けを完了しました。 

 

 

以 上 
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